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Ⅰ.本稿の趣旨と位置づけ 

(1) 本連載の趣旨と本稿の目的 

本連載は、「地区詳細計画」（「基礎自治体1を対

象に、基礎自治体の意思決定により策定した詳細

な計画2を法的強制力3によって実現する都市計

画」）の意義と実態、そして日本における地区詳細

計画の課題解決の方途をフランスとの比較を通じ

て明らかにすることを趣旨としている。 

 まず、連載第 1 回4（以下「連載 1」）では、本

連載の目的を達成するために、フランスの都市計

画法の特徴を整理した上で、地区詳細計画を中心

に都市計画制度の歴史的変遷を概観し、その動態

を把握した。連載第 2回5（以下「連載 2」）では、

日仏の制度内容を連載 1で把握した動態に影響を

与える要素（以下のⅡ1.〜6.）毎に分析すること

で、日仏の地区詳細計画の実態を比較するための

視点（以下「視点」）を設定した。そして連載第 3

                                                      
1 国の行政区画の中で最小の単位で、首長や地方議会な
どの自治制度があるもの。 

2 道路、公園などの地区施設の配置や規模、建築物等の
整備並びに土地の利用に関する計画。都市計画法施行

令 7条の 7に合致する。 
3 国または地方公共団体が行う行為のうち、その行為に
よって「直接国民の権利義務を形成しまたはその範囲

を確定することが法律上認められている力」とする。

最判昭和 39.10.29民集 18巻 8号、判時 395号 20頁。 
4 内海麻利「連載 日仏の地区詳細計画の意義と実態」
【第 1回】「フランスの都市計画法の特徴と計画制度
の動態」土地総合研究 22巻 2号（2014年）87-102頁。 

5 内海麻利「連載 日仏の地区詳細計画の意義と実態」
【第 2回】「日仏の地区詳細計画における比較の視点」
土地総合研究 22巻 3号（2014年）62-82頁。 

回6（以下「連載 3」）は、その視点毎に日本の地

区詳細計画である地区計画等（都市計画法 12条の

4、以下「地区計画」7）について全国の運用傾向

と事例の検討を行うことで、地区計画の意義と実

態及びこれにかかわる課題を明らかにした。 

 そして、本稿第 4回（以下「連載 4」）では、以

上の検討結果を受けて、フランスの地区詳細計画

にあたる（連載 1）「都市計画ローカルプラン」8 

（PLU）（都市計画法典 L123-1）9の意義と実態を

明らかにし、日本の地区計画の課題に対する示唆

を引き出すことを目的としている10。 

 
(2)本稿の特徴と検討の方法 

日本においてフランスの都市計画制度を検討し

た研究は少なくない。とりわけ、都市計画分野11の 

                                                      
6 内海麻利「連載 日仏の地区詳細計画の意義と実態」
【第 3回】「日本の地区計画の実態」土地総合研究 22
巻 4号（2014年）107-131頁。 

7 本稿では、都市計画法 12条の 4に定める「地区計画
等」のうち、後述するようにその運用が最も多い「一

般型」の地区計画を中心に議論する。以下では、都市

計画法の法文表記は「法」と記す。 
8 PLU: Plan local d’urbanisme 
9 以下、フランスの都市計画法典（Code de l’Urbanisme）
は省略、条文は Lと表記する。 

10 なお、本稿は本連載の最終回であり、連載 1から連
載 3までの内容を多数引用している。 

11 例えば、住宅政策や交通政策のものを除いて、主な
ものには、鈴木隆「フランスの都市計画にみる実施規

制への転回 -1950年代から 60年代にかけて-」都市
計画論文集 10号（1975年）259-264頁、和田幸信「フ
ランスの歴史的環境における店舗と広告の規制につ

いて-ディジョン市の保全地区を事例として-」都市計

連載 日仏の地区詳細計画の意義と実態【 第４回 】 
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6 内海麻利「連載 日仏の地区詳細計画の意義と実態」
【第 3回】「日本の地区計画の実態」土地総合研究 22
巻 4号（2014年）107-131頁。 

7 本稿では、都市計画法 12条の 4に定める「地区計画
等」のうち、後述するようにその運用が最も多い「一
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計画法の法文表記は「法」と記す。 
8 PLU: Plan local d’urbanisme 
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10 なお、本稿は本連載の最終回であり、連載 1から連
載 3までの内容を多数引用している。 
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ランスの歴史的環境における店舗と広告の規制につ

いて-ディジョン市の保全地区を事例として-」都市計

連載 日仏の地区詳細計画の意義と実態【 第４回 】 

 検討と呼応して、「都市法」12という観点から多く

議論されてきた13。しかし、フランスの地区詳細

計画に着目し、その歴史的変遷も踏まえて、日本

の地区計画との比較を通して考察するものはない。

加えて、「2000 年 12 月 13 日の都市の連帯と再生

に関する法律」14（以下「SRU 法」）に規定された

地区詳細計画「PLU」について、その後の｢2009年

8 月 3 日の環境グルネル実施に関するプログラム

法（以下、｢グルネルⅠ法｣）｣15及び 2010 年 7 月

                                                                                
画論文集 35 号（2000 年）709-714 頁、「鈴木温・矢嶋

宏光・岩佐賢治・屋井鉄雄フランスの計画体系におけ

る計画間調整の仕組みと意義」都市計画論文集 43-3
号（2008 年）943-948 頁、岡井有佳・大西隆「フラン

スの広域都市計画がもつ調整機能に関する考察-スト

ラスブール都市圏の地域統合計画 SCOT の大規模施

設の調整事例をケーススタディとして-」都市計画論

文集 44-3 号（2009 年）619-624 頁、鳥海基樹「フラ

ンスの都市計画の広域化と地方分権-機能不全、策定

組織、補完措置を軸に」新世代法政策学研究 7 号（2010
年）249－289 頁、江口久美子「フランスにおけるグ

ルネル2法下のZPPAUPからAVAPへの展開に関する

研究-サン・ジャン・ド・リュズ市を対象として-」都

市計画論文集 46-3 号（2011 年）211-216 頁、岡井有

佳・内海麻利「フランスの低炭素都市の実現に向けた

都市計画制度の動向に関する研究-環境グルネルにみ

る統合性と国の役割-」都市計画論文集 46-3 号（2011
年）967-972 頁、内海麻利「フランスの再開発におけ

る参加制度の実態に関する研究 -パリ・レアル地区の

コンセルタシオンに着目して-」都市計画論文集 48-3
号（2013 年）693-698 頁など。 

12 都市法とは「都市環境をも含めた都市空間形成（維

持•保全と開発・整備・創造の両面を含む）とその利

用を公共的に実現・コントロールするための一連の制

度的システムの総体」であるという。原田純孝「比較

都市法研究の視点」原田純孝・広渡清吾・吉田克己・

戎能通厚・渡辺俊一編著『現代の都市法』（東京大学出

版会、1993 年）9 頁。 
13 磯部力「フランスの都市計画における土地利用規制」

土地住宅問題 65 号（1980 年）、原田純孝「フランスの

都市計画制度と地方分権化（上）」社会科学研究 44 巻 6
号（1993 年）1－52 頁。磯部力「フランスにおける規

制緩和と行政統制」フランス行政法研究会編著『現代

行政の統制：フランス行政法研究』（成文堂、1990 年）、

前掲注 12、原田純孝・広渡清吾・吉田克己・戎能通厚・

渡辺俊一編著（1993 年）、原田純孝・大村健二郎編著

『現代都市法の新展開-持続可能な都市発展と住民参

加-ドイツ・フランス』（東京大学社会科学研究所、2004
年）など多数。 

14 La Loi relative à la Solidarité et au renouvellement 
urbains. 

15 Loi no 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative 
à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement. 

12 日の環境のための全国的取組みに対する法律」

（以下「グルネルⅡ法」）16については幾つかの検

討がされてきているが、「住宅へのアクセスと新た

な都市計画のための 2014年 3月 24日法律」17（以

下、「ALUR法」）による変化を踏まえてその実態を

明らかにするものはない。  

 以上の既往研究に対して本稿は、第一に、フラ

ンスの地区詳細計画の変遷を踏まえ（連載 1）、日

仏の地区詳細計画における比較の「視点」（連載 2）

毎に検討している点、第二に、日本の地区計画の

課題への示唆を得るという観点から、地区計画の

課題に関するフランスの PLUの実態を検討してい

る点、第三に、ALUR法（2014年 3月）制定に伴う

PLU ないし都市計画の新しい変化を踏まえて検討

している点に特徴を持っている。 

 本稿において使用する検討素材には次のような

ものがある。まず、上記の第一、第二の分析にあ

たっては、 連載 1・連載 2で検討した内容を整理

した上で、ALUR法の内容を反映した地区詳細計画

の先進事例をとおして検討している。具体的には、

基礎自治体であるコミューン「リヨン市」（Ville 

de Lyon）と、リヨン市を含む（中心とした）58

のコミューンを行政範囲とする「リヨン大都市圏

共同体」（Grand Lyon）18（以下「グランリヨン」）

                                                      
16 Loi portant engagement nationaour l’environnement. 
17 LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au 

logement et un urbanisme rénové. 
18 1966 年 12月 31日法によって 1969 年 1月 1日に誕生

したローヌ県内にあるリヨン周辺の都市圏コミュー

ンで構成される EPCI である。リヨン大都市圏共同体

（Communauté urbaine de Lyon）は現在 59 コミューン

から構成されている。共同体の長はリヨン市長が務め

る。グランリヨンの人口は約 130 万人、面積は 538km²
（2014 年）である。2015 年 1 月 1 日よりフランス共

グランリヨン
（Grand Lyon）

リヨン市

（Vill de Lyon）

図１ グランリヨンとリヨン市の関係と位置

フランス
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とを取り上げる（図 1）。現在 PLUは、1コミュー

ンと複数のコミューンからなるコミューン間協力

公施設法人19（以下「EPCI」）の行政区域を単位と

して定められる。連載2で示したように、EPCIは、

①大都市共同体、②都市圏共同体、③基礎自治体

共同体20に区別されているが、このうちグランリ

ヨンは①に該当する。本稿では、これまで地区詳

細計画（POSや PLU）を策定、運用してきたリヨン

市と、その経験を踏まえ、EPCI が策定する PLU（以

下「PLUi」21）を全国に先駆け策定しているグラ

ンリヨンに対して、聞き取り調査22等を実施し検

討素材としている。また、第三に関するフランス

における都市計画にかかわる法律の制定経緯や内

容、PLUの全国的な運用実績については、国の PLU

担当者（以下「エコロジー省」）23に対して聞き取

り調査24等を行った。 

 

Ⅱ.日本の地区計画の課題に対応したフランス

の PLUの意義と実態 

                                                                                
和国憲法 72条により設置された地方公共団体メトロ
ポール・ド・リヨン（Métropole de Lyon）となった。
なお、この法改正による変更は本稿の対象としていな

い。 
19 EPCI: établissements publics de coopération 

intercommunale.  
20 ①communauté urbaine：総人口が 500,000 人以上の共
同体、②communauté d’agglomération：人口 15,000 人
以上の中心都市を持ち、総人口が 50,000 人以上の共
同体、③communauté de communes：総人口が 50,000 人
以下、それ以上であっても 15,000 人を超える人口を
有するコミューンが属さないない共同体。 

21 PLUi: PLUintercommuna． 
22 2014年 8月 27日にグランリヨンの領土・計画局責任
者（Responsable de Service territoire et planification）、
2014年 8月 29日にリヨン市、元 PLU、現建築許可
（Direction de l’Aménagement Urbain）担当者に聞き取
り調査をしている。なお、グランリヨンの領土と計画

課は、75名の職員で構成されており、行政領域を構
成する 59コミューンの建築物の建設、土地利用、都
市再開発などに関して「都市調査」を行い、2014年
の 7月から 23コミューンに対して建築許可の予審を
行っている（以前は国が行っていた）。 

23 エコロジー・持続可能な開発・エネルギー省（Ministère 
de l'écologie, du développement durable et de l'énergie）。 

24 2014年 9月 2日にエコロジー省で聞き取り調査を行
い、併せて PLUの策定状況等のデータを入手してい
る。 

 ここでは、連載 2で示した視点毎に連載 3で明

らかとなった日本の地区計画の課題に関して、フ

ランスの PLUの実態を検討する。 

1.フランス PLUの背景と趣旨 

(1)都市計画の意義と地区詳細計画の位置づけ 

 連載 3で示したように、日本の地区詳細計画で

ある地区計画は、1980年、当時の都市計画法と建

築基準法の隙間を地区レベルで補完する制度とし

て誕生した。このことは、地区計画創設当初の意

義が、既存の都市計画法と建築基準法の補完に過

ぎなかったことを示しており、今日においてもそ

の位置づけは大きく変わっていない。これに対し

てフランスの地区詳細計画は、フランス最初の都

市計画法制定以降、その中核を成す計画制度とし

て位置づけられてきた。 

 フランスで最初の都市計画に関する法律は、

1919 年 3 月 14 日の「都市の整備・美化・拡大

に関する法律」（以下「1919年法」）とされてお

り、そのなかで「都市整備・美化・拡大計画」（以

下「整備計画」）25が定められた（連載 1）。この

法律制定の意義は「都市計画という一般利益のた

めの土地利用制限という特別な統制の必要性」に

あった26。とりわけ、それ以前の衛生的又は歴史

的遺産の保存などという個別の建造物に対して制

限を強いる空間整備の方法とは異なり、都市の外

延的拡大における粗悪な宅地開発への対処と第一

次世界大戦後の都市再建を計画的に進めるために

この整備計画が必要とされた。特に、この計画は、

画地分譲者が行う宅地の分割分譲に伴い、地域の

目標像として空間の総合的な調整を可能とするプ

ランを定め、かつ街区レベルの詳細な「目標像（配

置プランを含む）とそれを実現する都市計画制限

                                                      
25 projets d’aménagement, d’embellissement et d’extension 

des villes.この計画内容は、①道路の新設・修復予定、
広場、公園、空地、緑地などの配置を定める計画と、

②衛星、美観、史跡保護の観点からの建築制限、建築

高度などに関する地役（計画制限）を定めるプログラ

ムからなる。吉田克己「総論―都市法の論理と歴史的
展開―」前掲注 12、原田純孝・広渡清吾・吉田克己・
戎能通厚・渡辺俊一編著（1993年）172-173頁。 

26 Henri Jacquot/François Priet, Droit de l’urbanisme, 6ème 
éd., Dalloz, 2008, p. 6. 
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とを取り上げる（図 1）。現在 PLUは、1コミュー

ンと複数のコミューンからなるコミューン間協力

公施設法人19（以下「EPCI」）の行政区域を単位と

して定められる。連載2で示したように、EPCIは、

①大都市共同体、②都市圏共同体、③基礎自治体

共同体20に区別されているが、このうちグランリ

ヨンは①に該当する。本稿では、これまで地区詳

細計画（POSや PLU）を策定、運用してきたリヨン

市と、その経験を踏まえ、EPCI が策定する PLU（以

下「PLUi」21）を全国に先駆け策定しているグラ

ンリヨンに対して、聞き取り調査22等を実施し検

討素材としている。また、第三に関するフランス

における都市計画にかかわる法律の制定経緯や内

容、PLUの全国的な運用実績については、国の PLU

担当者（以下「エコロジー省」）23に対して聞き取

り調査24等を行った。 

 

Ⅱ.日本の地区計画の課題に対応したフランス

の PLUの意義と実態 

                                                                                
和国憲法 72条により設置された地方公共団体メトロ
ポール・ド・リヨン（Métropole de Lyon）となった。
なお、この法改正による変更は本稿の対象としていな

い。 
19 EPCI: établissements publics de coopération 

intercommunale.  
20 ①communauté urbaine：総人口が 500,000 人以上の共
同体、②communauté d’agglomération：人口 15,000 人
以上の中心都市を持ち、総人口が 50,000 人以上の共
同体、③communauté de communes：総人口が 50,000 人
以下、それ以上であっても 15,000 人を超える人口を
有するコミューンが属さないない共同体。 

21 PLUi: PLUintercommuna． 
22 2014年 8月 27日にグランリヨンの領土・計画局責任
者（Responsable de Service territoire et planification）、
2014年 8月 29日にリヨン市、元 PLU、現建築許可
（Direction de l’Aménagement Urbain）担当者に聞き取
り調査をしている。なお、グランリヨンの領土と計画

課は、75名の職員で構成されており、行政領域を構
成する 59コミューンの建築物の建設、土地利用、都
市再開発などに関して「都市調査」を行い、2014年
の 7月から 23コミューンに対して建築許可の予審を
行っている（以前は国が行っていた）。 

23 エコロジー・持続可能な開発・エネルギー省（Ministère 
de l'écologie, du développement durable et de l'énergie）。 

24 2014年 9月 2日にエコロジー省で聞き取り調査を行
い、併せて PLUの策定状況等のデータを入手してい
る。 

 ここでは、連載 2で示した視点毎に連載 3で明

らかとなった日本の地区計画の課題に関して、フ

ランスの PLUの実態を検討する。 

1.フランス PLUの背景と趣旨 

(1)都市計画の意義と地区詳細計画の位置づけ 

 連載 3で示したように、日本の地区詳細計画で

ある地区計画は、1980年、当時の都市計画法と建

築基準法の隙間を地区レベルで補完する制度とし

て誕生した。このことは、地区計画創設当初の意

義が、既存の都市計画法と建築基準法の補完に過

ぎなかったことを示しており、今日においてもそ

の位置づけは大きく変わっていない。これに対し

てフランスの地区詳細計画は、フランス最初の都

市計画法制定以降、その中核を成す計画制度とし

て位置づけられてきた。 

 フランスで最初の都市計画に関する法律は、

1919 年 3 月 14 日の「都市の整備・美化・拡大

に関する法律」（以下「1919年法」）とされてお

り、そのなかで「都市整備・美化・拡大計画」（以

下「整備計画」）25が定められた（連載 1）。この

法律制定の意義は「都市計画という一般利益のた

めの土地利用制限という特別な統制の必要性」に

あった26。とりわけ、それ以前の衛生的又は歴史

的遺産の保存などという個別の建造物に対して制

限を強いる空間整備の方法とは異なり、都市の外

延的拡大における粗悪な宅地開発への対処と第一

次世界大戦後の都市再建を計画的に進めるために

この整備計画が必要とされた。特に、この計画は、

画地分譲者が行う宅地の分割分譲に伴い、地域の

目標像として空間の総合的な調整を可能とするプ

ランを定め、かつ街区レベルの詳細な「目標像（配

置プランを含む）とそれを実現する都市計画制限

                                                      
25 projets d’aménagement, d’embellissement et d’extension 

des villes.この計画内容は、①道路の新設・修復予定、
広場、公園、空地、緑地などの配置を定める計画と、

②衛星、美観、史跡保護の観点からの建築制限、建築

高度などに関する地役（計画制限）を定めるプログラ

ムからなる。吉田克己「総論―都市法の論理と歴史的
展開―」前掲注 12、原田純孝・広渡清吾・吉田克己・
戎能通厚・渡辺俊一編著（1993年）172-173頁。 

26 Henri Jacquot/François Priet, Droit de l’urbanisme, 6ème 
éd., Dalloz, 2008, p. 6. 

に関する文書（制限プログラム）」を定めるもので

あった（連載 1参照）。すなわち本連載が定義する

地区詳細計画（「基礎自治体であるコミューンの区

域を対象に、コミューンの意思決定により策定し

た詳細な計画を法的強制力によって実現する都市

計画」）であったといえる。 

 その後、フランスの地区詳細計画は、「都市計

画地域計画」27（1935 年）、「コミューン整備計

画」28（1943年）、「都市計画指導プラン」29と「都

市計画詳細プラン」30（1958 年）、「土地占用プ

ラン」31（POS）（1967年）、PLU（2000年）と改

正され、持続的・重畳的・累積的に発展してきて

きた（その展開の経緯は連載 1を参照）。 

 また、コミューン、県、地域圏及び国の権利と

自由に関する法律（以下「権限配分法」）（1983

年）32により、都市計画及び建築許可権限につい

ても変更が加えられる。それは、地区詳細計画（当

時は「POS」） が策定された場合には、その権限

はコミューンに移譲されるが、地区詳細計画が策

定されていないコミューンにおいては、その権限

は国に残されるというものである。そして同時に

権限が移譲されない場合には、原則、市街化され

ているところでしか建築が許可されないという

「建築可能性の制限の原則」（principe de la 

constructibilité limitée）（L111-1-2）が導入

された。具体的には、既成市街地以外の地域にお

いて例外規定（L111-1-2 1°〜4°）以外の建築

行為は、PLUやコミューン図33（以下「CC」）の都

                                                      
27 Projet régional d’urbanisme. 
28 Projet intercommunal, Projet communal. 
29 Plans d’urbanisme directeurs. 
30 Plans d’urbanisme de détail. 
31 Plan d’occupation des sols：土地占用プラン、そして、

SRU法の改正をむかえる。 
32 Loi du 7 janvier 1983 relative à la répartition de 

compétences entre les communes, les départements, les 
régions et l'Etat. 都市整備の原則の定義及びその実現
に関する法律Loi du 18 juillet 1985 relative à la définition 
et à la mise en œuvre de principes d'aménagement. 

33 Carte Communale. POSや PLUを策定する程の開発圧
力や人口を保有しないコミューンで、既成市街地以外

での都市化を許容しようとするものは、都市計画全国

規則適用基準。Modalités d'Application des Règles. 
Nationales d’Urbanisme（MARNU）を策定することと

市計画文書が定められていない場合、建築行為は

原則として禁止された。この原則は、「計画（地

区詳細計画が）なければ開発（土地利用転換）な

し」を可能にする要となっており、今日の制度運

用においても、基礎自治体が地区詳細計画を策定

する、あるいは継承する動因となっている。 

 

(2)基礎自治体計画としての意義と住民の意向の

反映 

 日本の地区計画は、住民の要求に応えるため、

市町村の計画への期待が寄せられ、それが地区計

画の誕生に影響を与えたことで、「住民の手による

街づくり」34という意義も併せ担うこととなった

（連載 3）。しかし、1992年まで市町村レベルのマ

スタープランは定められず、1999年の地方分権一

括法による地方分権改革まで、機関委任事務の下、

国の事務としての都市計画が位置づけられ、市町

村が意思決定できうる制度が限定されていた。そ

の一方で、住民の意向を反映することが重視され、

地区計画を策定するにあたっては、利害関係人等
35を中心に合意形成、あるいは同意を調達すると

いう、線引きや用途地域の決定など他の都市計画

決定や開発事業に比べてアンバランスなまでに正

統性を確保しようとする運用が一般化し、今日そ

の運用が課題となっている（連載 3）。 

 フランスでは、第二次大戦後の復興を意図して
36、都市計画法「1943年 6月 15 日の都市計画に

関する法律」の下では、国の関与の強化（「都市

                                                                                
されていた。そして SUR法（2000年）により CCに
置き換えられた。 

34 建設省都市局都市政策課「都市計画中央審議会第 8
号答申『長期的視点に立った都市整備の基本方向』に

ついて」新都市 34-1号（1980年）43-59頁。 
35 利害関係を有する者（以下「利害関係人」）とは「地
区計画等の案に係る区域内の土地について対抗要件

を備えた地上権若しくは賃借権又は登記した先取特

権、質権若しくは抵当権を有する者及びその土地若し

くはこれらの権利に関する仮登記、その土地若しくは

これらの権利に関する差押えの登記又はその土地に

関する買戻しの特約の登記の登記名義人とする」（法

施行令 10条の 4）。 
36 Jacquot et Priet, (2008), op.cit., p.32. 
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計画の国家事務化」37）が図られた時期もある（連

載 1）。しかし、「権限配分法」により後述する

POS を含む二層の計画体系が構築されて以降、こ

れらの計画の決定は、コミューンへと権限が移譲

されている。後に 4.で示すように策定手続につい

ては、コミューンの意思決定により民意が反映さ

れる手続がとりわけ 1980年以降、法律においても

充実してきている38が、日本のように利害関係人

等の合意形成や同意の調達というような運用はな

されていない39。なお、この「住民の手による街

づくり」意義に関する内容や課題については、後

述の 4.地区詳細計画の策定及び決定手続でその

実態を検討する。 

  

(3)成熟した都市型社会における地区詳細計画の

動向（SUR法からグルネル法・ALUR法へ） 

1)フランスにおける近年の法制度の動向 

 日本の初動期の地区計画は、その制定背景や意

図などに準じて「事業系」40の動因により地区計

画を策定及び決定する市町村が多かったことに対

して、近年では「保全系」41の動因によって、地

区計画を決定する市町村が増えてきている（連載

3）。このような実態は、日本の都市づくりのあり

方が大きく変化するなかで、環境保全や地域管理

などに対応する地区計画への期待が高まっている

ことを示唆している。 

一方、2000年に制定された SRU法は、都市計画

制度の全般にわたって大幅に修正が加えられ、都

                                                      
37 前掲注 25、吉田克己（1993年）177頁。 
38 公開意見聴取 Enquês publiques（1983年）、コンセル
タシオン Concertations（1985年）、諮問型住民投票 
Consultation des electeurs（1992年）、公開討論 Débats 
publics（1995年）、住区評議会 Conseils de quartier（2002
年）、決定型住民投票 Réfé-rendum local（2003年）な
どの制度が法律により定められてきている。連載 2表
4参照。 

39 前掲注 22の聞取り調査による。 
40 「事業系」の動因とは、地区計画決定の動因に「事
業」「区画整理」「開発」「再開発」「街路」「造成」の

キーワードのいずれかの言葉を含む動因を自治体が

示す地区。連載 3参照。 
41 保全系の動因とは「保全」「協定」「住民」のキーワ
ードのいずれかの言葉を含む動因を示す地区を指し

ている。連載 3参照。 

市計画を新たな発展段階に導いたとされている42。

それ以前の流れを確認すると、1967年に都市計画

法の基本構造が確立し（連載 1）、1983年に「建築

可能性の制限の原則」が定められるとともに「整

備・都市計画指導スキーム43（SDAU）」は「指導

スキーム44（SD）」に改称されて以降、2000年まで

SD－POSという計画体系が維持、運用されてきた。  

そうしたなか SRU法は、「連帯の要求」45「持続

可能な開発と生活の質」「民主主義と地方分権」と

いう 3つの原理46（以下「3原理」）に基づいて、

空間整備政策の法的枠組みを更新することを目的

として472000年 12月 13日に制定される。SRU法の

主要な変更は「SD」と「POS」 という二層の都市

計画体系を「広域一貫スキーム（SCOT）」48と「PLU」

に置き換えたことにある。 

具体的には、①SCOT・PLUの内容は経済面、環

境面といった従来よりも考慮すべき要素が格段に

拡大し広範かつ多面的な諸要素を包摂するものと

なったこと、②都市計画における公共政策の目的

を定める都市計画文書として新たに「整備と持続

可能な開発発展計画」49（PADD）が規定されたこと、

③POS同様、SCOTについてもそれが策定されない

場合には都市化が制限されること、④SCOTを中心

とした計画間で拘束力が付与されたこと、⑤都市

計画文書におけるに策定手続の簡素化が図られる

一方で、コミューン等の議会により策定方法を決

                                                      
42 GRIDAUH, Droit de l’aménagement, de l’urbanisme et 

de l’habitat 2001 : La loi SRU et le droit de l’urbanisme, 
Litéc, 2002. 

43 SDAU: Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme 
44 SD: Schéma Directeur 
45 都市の分裂や居住による社会的差別を解消するため
の要請であり、これに対してソーシャルミックスとい

う概念に基づく政策が展開されてきている。檜谷美恵

子「地域空間化するフランスの住宅政策とそのガバナ

ンス」政策科学第 15-3（2008年） 149-182頁。  
46 Assemblée National, Projet loi relative à la solidarité et 

au renouvellement urbains, n.2131, février 2000. 
47 Tribillon, J.F, 2001, Sur quelques innovations 

urbanistiques la loi SRU, Etudes Fonciéres, n.90, p14 、原
田純孝「フランス都市法の新展開」原田純孝・大村謙

二郎編「現代都市法の新展開-持続可能な都市発展と
住民参加-ドイツ・フランス」東京大学社会科学研究
所研究シリーズNo.16、2004年、2頁。 

48 SCOT: Schéma cohérence territoriale 
49 Projet d’Aménagement et de Développement Durables 
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計画の国家事務化」37）が図られた時期もある（連

載 1）。しかし、「権限配分法」により後述する

POS を含む二層の計画体系が構築されて以降、こ

れらの計画の決定は、コミューンへと権限が移譲

されている。後に 4.で示すように策定手続につい

ては、コミューンの意思決定により民意が反映さ

れる手続がとりわけ 1980年以降、法律においても

充実してきている38が、日本のように利害関係人

等の合意形成や同意の調達というような運用はな

されていない39。なお、この「住民の手による街

づくり」意義に関する内容や課題については、後

述の 4.地区詳細計画の策定及び決定手続でその

実態を検討する。 

  

(3)成熟した都市型社会における地区詳細計画の

動向（SUR法からグルネル法・ALUR法へ） 

1)フランスにおける近年の法制度の動向 

 日本の初動期の地区計画は、その制定背景や意

図などに準じて「事業系」40の動因により地区計

画を策定及び決定する市町村が多かったことに対

して、近年では「保全系」41の動因によって、地

区計画を決定する市町村が増えてきている（連載

3）。このような実態は、日本の都市づくりのあり

方が大きく変化するなかで、環境保全や地域管理

などに対応する地区計画への期待が高まっている

ことを示唆している。 

一方、2000年に制定された SRU法は、都市計画

制度の全般にわたって大幅に修正が加えられ、都

                                                      
37 前掲注 25、吉田克己（1993年）177頁。 
38 公開意見聴取 Enquês publiques（1983年）、コンセル
タシオン Concertations（1985年）、諮問型住民投票 
Consultation des electeurs（1992年）、公開討論 Débats 
publics（1995年）、住区評議会 Conseils de quartier（2002
年）、決定型住民投票 Réfé-rendum local（2003年）な
どの制度が法律により定められてきている。連載 2表
4参照。 

39 前掲注 22の聞取り調査による。 
40 「事業系」の動因とは、地区計画決定の動因に「事
業」「区画整理」「開発」「再開発」「街路」「造成」の

キーワードのいずれかの言葉を含む動因を自治体が

示す地区。連載 3参照。 
41 保全系の動因とは「保全」「協定」「住民」のキーワ
ードのいずれかの言葉を含む動因を示す地区を指し

ている。連載 3参照。 

市計画を新たな発展段階に導いたとされている42。

それ以前の流れを確認すると、1967年に都市計画

法の基本構造が確立し（連載 1）、1983年に「建築

可能性の制限の原則」が定められるとともに「整

備・都市計画指導スキーム43（SDAU）」は「指導

スキーム44（SD）」に改称されて以降、2000年まで

SD－POSという計画体系が維持、運用されてきた。  

そうしたなか SRU法は、「連帯の要求」45「持続

可能な開発と生活の質」「民主主義と地方分権」と

いう 3つの原理46（以下「3原理」）に基づいて、

空間整備政策の法的枠組みを更新することを目的

として472000年 12月 13日に制定される。SRU法の

主要な変更は「SD」と「POS」 という二層の都市

計画体系を「広域一貫スキーム（SCOT）」48と「PLU」

に置き換えたことにある。 

具体的には、①SCOT・PLUの内容は経済面、環

境面といった従来よりも考慮すべき要素が格段に

拡大し広範かつ多面的な諸要素を包摂するものと

なったこと、②都市計画における公共政策の目的

を定める都市計画文書として新たに「整備と持続

可能な開発発展計画」49（PADD）が規定されたこと、

③POS同様、SCOTについてもそれが策定されない

場合には都市化が制限されること、④SCOTを中心

とした計画間で拘束力が付与されたこと、⑤都市

計画文書におけるに策定手続の簡素化が図られる

一方で、コミューン等の議会により策定方法を決

                                                      
42 GRIDAUH, Droit de l’aménagement, de l’urbanisme et 

de l’habitat 2001 : La loi SRU et le droit de l’urbanisme, 
Litéc, 2002. 

43 SDAU: Schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme 
44 SD: Schéma Directeur 
45 都市の分裂や居住による社会的差別を解消するため
の要請であり、これに対してソーシャルミックスとい

う概念に基づく政策が展開されてきている。檜谷美恵

子「地域空間化するフランスの住宅政策とそのガバナ

ンス」政策科学第 15-3（2008年） 149-182頁。  
46 Assemblée National, Projet loi relative à la solidarité et 

au renouvellement urbains, n.2131, février 2000. 
47 Tribillon, J.F, 2001, Sur quelques innovations 

urbanistiques la loi SRU, Etudes Fonciéres, n.90, p14 、原
田純孝「フランス都市法の新展開」原田純孝・大村謙

二郎編「現代都市法の新展開-持続可能な都市発展と
住民参加-ドイツ・フランス」東京大学社会科学研究
所研究シリーズNo.16、2004年、2頁。 

48 SCOT: Schéma cohérence territoriale 
49 Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

定する手続（コンセルタシオン）50の充実が図られ

たことなどに代表される51。 

なかでも、③にかかわり持続可能な開発を目指

して、SRU法により導入された「都市化の制限の

原則（principe d’urbanisation limitée：L122-2）」

は、後述する近年の都市計画法の適用対象や策定

状況などに大きな影響を与えている。都市化を行

うためには、直接土地利用を規制する PLUの中で、

新たに都市化する区域を定めることが必要となる

が（「建築可能性の制限の原則」）、SRU法により PLU

の中で新たな都市化の区域を定めるには SCOTに

おいて都市化する区域を記載することが必須とな

った。そして、併せて SCOTが策定されていないコ

ミューンにおいては、原則、新たな都市化を行う

ことは不可能となった（「都市化の制限の原則」）。

その適用範囲は、都市化の圧力を考慮して、当初

は「人口 5 万人以上の都市圏（Agglomération）52

及び海岸線から 15km以内に位置するコミューン」 

に適用されることとされた53。 

そしてその後、この SCOT−PLUという二層の

計画体系と上記の 2つの原則を基本とし、SRU法

の 3原理を実現するため、グルネルⅠ・Ⅱ法54・ALUR

法により社会情勢に応じた新たな法的枠組み、手

法が更新される。 

                                                      
50 Consertation.内海麻利「フランスの再開発における参

加制度の実態に関する研究 -パリ・レアル地区のコン

セルタシオンに着目して-」都市計画論文集 No.48-3
（2013 年、日本都市計画学会）693-698 頁。 

51 岡井有佳「フランスの都市圏における広域都市計画

（SCOT）制度に関する研究」（2008 年、学位論文）

47 頁参照。 
52 SCOT の適用区域の概念については、前傾注 50、岡

井（2008 年）120-122 頁に詳しい。どの住宅間も 200m
以内で、かつ人口 2,000 人以上の地域によって部分的

にもしくは完全にカバーされる複数のコミューンか

ら構成される区域で、行政領域に影響されない。 
53 SRU 法（2000 年）に導入された都市化の制限の原則

の適用対象は、当初、都市圏の人口要件は 1 万 5 千人

以上と定められたが、地方からの反発により、2003
年都市計画・居住法（Loi urbanisme et habitat）により

1 万 5 千人以上の都市圏を対象とするよう改正された。 
54 グルネル法による変更の方向性に関しては、ジャ

ン・フランソワ・ストゥルイユ・亘理格「「フランス

の土地法及び都市計画法に関する研究講演会」土地総

合研究 2012 年春号、136 頁などにも言及されている。 

2）グルネル法から ALUR法へ 

 サルコジ大統領が選挙公約に掲げていた｢持続

可能な発展｣を実現するひとつの取り組みとして、

地球の環境保全や温暖化防止に対する具体的措置

を討議するため、2007年に「環境グルネル懇談会」
55が開催された。そして、そこでとりまとめられ

た基本方針を具現化するための法律としてグルネ

ルⅠ法56が 2009年に制定される。この法律は、環

境グルネルによる環境施策を都市計画分野に位置

付ける基本法的役割を担い、この法律によって都

市計画法典の冒頭に位置する都市計画の目標と定

義（L110）が改正された（連載 1）。 

 次いで、これらの諸目標を具体的に達成するた

め、より技術的で詳細な内容を落とし込んだグル

ネルⅡ法が 2010年に制定される57。特にこの法律

では、「持続可能な発展」という法改正の目的を実

現するためには明確な目標設定とプログラムが必

要であるとの認識58により都市計画文書の内容及

び権限が強化される。なかでも、PLUの改正は、

①持続的な整備のために SCOTの実現手段として

強化され、②プロジェクト型都市計画を実現し、

③新たな規則書とその法的道具を定め、④整備の 

方向性を修正し、⑤広域行政の強化を実現するも 

 

                                                      
55 2007 年 7 月、政府、地方公共団体、雇用者団体、労

働者組織、NGO といった多様なステークホルダーに

わたる代表が集められ、「環境グルネル懇談会」が開

催された。そこでは、①気候変動対策とエネルギー需

要の抑制、②生物多様性及び天然資源の保全、③健康

に配慮した環境の創設、④持続可能な生産・消費形態

の採用、⑤エコロジーな民主主義の構築、⑥雇用と競

争力を促進するエコロジーな開発形態の奨励という 6
つのテーマごとにワーキンググループが設置され、3
カ月にわたる討議を経て基本方針案が策定された。そ

の後、国民への意見聴取を経て、268 の基本方針がと

りまとめられた。 
56 「気候変動対策としての温室効果ガス排出の削減」、

「自然環境と生態系の保護・回復」、「健康や環境への

リスク管理」目的としている。 
57 全体構成は、Ⅰ編:建物と都市計画、Ⅱ編:交通、Ⅲ編:
エネルギー、Ⅳ編:生物多様性、Ⅴ編:リスク・健康・廃

棄物、Ⅵ編:ガバナンスからなる。 
58 グルネルⅠ法、Ⅱ法の意図や経緯、変更内容について

は、前掲注 11、岡井有佳・内海麻利（2011 年）。 
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のであったと言われている59。 

そして、3 原理を具現化するため、都市の拡散

と市街化の抑制を図りつつ、住宅問題を解消する

ために建設を促すことを目的とした ALUR 法が

2014年に制定される。この法律の制定には、上記

の 2つの原則を前提として、①地域の環境をより

考慮する方向で都市計画文書（SCOT・PLU）を充実

し、②SCOTと他分野の計画との関係を強化するこ

とにより公共政策の一貫性を確保し、③コミュー

ン間の連帯が活かされる適切な規模の PLUによっ

て開発計画を促すことなどが意図されている60。 

 

2.都市計画体系の動向と一貫性の実態 

(1)日本の課題とフランスの計画体系の動向 

 日本の都市計画法（旧法 1919 年、現行法 1968

年）は、1980年に地区計画、1992年に「都市計画

に関する基本的方針（法 18条の 2、以下「市町村

MP」）」を導入したことで、二層二段61の計画体系

を整えるに至る。しかし実際は、線引きや用途地

域など、都道府県レベルの土地利用計画、すなわ

ち一層一段の都市計画が中心的に運用されてきて

おり、地区計画はこれらの補完的制度に過ぎない

といってよい。それゆえ、こうした計画体系では、

計画相互の一貫性は確保されず、計画と手段との

結合がなされていないために実効性62が欠如せざ

るをえない。具体的には、空間レベル、各分野の

計画間の一貫性を確保するには、市町村 MPが機能

することが前提となること、また、計画間で一貫

                                                      
59 Plan local d'urbanism & development durable un 

document pratique pour innover, 2011, pp.8−11. 
60 Ministére de logement de égalité des territoires, urbanisme 

aménagement rénovés pour relancer la construction, 2014, 
pp.4-6. 

61 市町村レベル・都道府県レベルという二段と、マス

タープラン・履行担保手段と結合した土地利用計画等

の実現手法という二層の都市計画体系。 
62 「実効性」という概念は、ミクロ的には法律が予定

するような状態が申請に対する処分や不利益処分な

どの個別行政活動を通して実現された程度と表す場

合がある。北村喜宣『行政法の実効性確保』上智大学

法学叢書 30（有斐閣、2008 年）参照。しかし本連載

ではマクロ的に捉え、「法目的（立法趣旨）に基づく

効果について法律の実施が社会にもたらす程度」と定

義する。 

性を確認する規定はあるものの、その方策が整え

られていないためにそれを確認、履行を押し進め

ることはできないという課題がある（連載 3）。 

一方、フランスの都市計画体系は、既に述べた

ように、SRU法（2000年）による大幅な改正によ

り63、SCOTと PLUという二層に再構築されている。

つまり、日仏の二層の計画体系と対比させると、

日本の市町村 MPと地区計画に対して、SCOTと PLU

は類似の役割を担う計画であるといえる。さらに、

近年フランスでは、計画間の一貫性に関して変化

が見られる。そこで以下では、SRU法以降の SCOT

と PLUの変化を検討してみたい。 

 

(2)SRU 法以降の計画体系の一貫性（cohérence）

を中心とした変更 

1)SRU法による一貫性 

 SRU法により SCOTは、L11064と L121-1に定めら

れた目的を尊重し、国や広域自治体が定める DTA65

（国土整備指針）、SDRIF66（イル･ド･フランス地

域圏基本計画）、SMVM67（海の利活用計画等68や

Chartes PNR et PN69（国立公園及び地域自然公園

憲章）、Sdage70（水資源の整備・管理基本方針）

などとも「整合（compatibilité）」させることが

求められた。さらに、国や自治体、公施設法人に

よる施設プログラムがある場合には、それらを「考

慮（considération）」する必要がある。  

                                                      
63 Jean-François Tribillon, Sur quelques innovations 

urbanistiques de la loi SRU, Etudes Foncières, n.90, 2001, 
p.14; DGUHC(Direction général de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Construction), Loi relative à la solidarité 
et au renouvellement urbains, DGUHC, 2001; 
GRIDAUH(Groupement de recherche sur les institutions et 
le droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat), 
Droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat, 
Dalloz, 2001. 前掲 12、原田純孝・大村健二郎編著（2004
年）103 頁。 

64 都市計画法典おいて都市計画法の冒頭にあたり、そ

の目標と定義が示されている。 
65 Directive territoriale d’aménagement. 
66 Schéma directeur de la région d’Ile-de-France. 
67 Schéma de mise en valeur de la mer. 
68 その他、海外圏に適用される「地域圏整備計画」、コ

ルシカに適用される「コルシカの整備と持続可能な計

画」などが対象。 
69 Chate parc naturel régional et parc national 
70 Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
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urbanistiques de la loi SRU, Etudes Foncières, n.90, 2001, 
p.14; DGUHC(Direction général de l’Urbanisme, de 
l’Habitat et de la Construction), Loi relative à la solidarité 
et au renouvellement urbains, DGUHC, 2001; 
GRIDAUH(Groupement de recherche sur les institutions et 
le droit de l'aménagement, de l'urbanisme et de l'habitat), 
Droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat, 
Dalloz, 2001. 前掲 12、原田純孝・大村健二郎編著（2004
年）103 頁。 

64 都市計画法典おいて都市計画法の冒頭にあたり、そ
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 一方で SRU 法では、PLU や CC、PSMV71（保全・

活用プラン）などの下位に位置づけられた都市計

画文書や、商業開発許可、土地開発・空間整備事

業等に対して、SCOTと整合していることを定めた。

さらに SCOTは、同じ広域圏（複数のコミューン）

のエリアで策定される PDU72（都市交通計画）、PLH73

（地域住宅プログラム）、SDC74（商業開発計画）

などといった他の部門別計画よりも上位に位置づ

けられることで、これらの計画に参照の枠組みを

提供する文書となり、部門別計画に SCOTとの整合

を義務付けた75。つまり、かつての SDと比べると、

「整合」を義務付ける対象と拘束力を増し、その

ことによって SCOT は幅広い政策領域の一貫性を

図ることとなった。 

 PLUは、SCOT同様、L110と L121-1に定められ

た目的を尊重し、SCOT等と整合していることが義

                                                      
71 Plan de sauvegarde et de mise en valeur 
72 Plan de déplacement urbain. 
73 Programme local de l’habitat. 
74 Schéma de développement commercial. 
75 DGUHC/CERTU(2001), op.cit., p.22.  

務付けられる76とともに、SCOT の下位に位置づけ

られた PDU、PLHと整合しなければならないことが

定められた。従前の POSが、PDU、PLHに対して単
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関係は密接になったといえる。そして、PLU と建

築許可という履行担保手段とが結合することで計
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点から、SCOTと PLU、PDU、PLHと PLUの関係が強

まることによってこれらはもとよりこれらと関係

づけられる計画の実効性も高まったといえる。 

 さらに、SRU法では、事業区域である ZAC77（協
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2)グルネル法による一貫性の拡大・強化 

                                                      
76 SCOTがない場合には、SCOTの上位計画である DTA
もしくはそれと同じ司法的効果を持つ計画等に対し

て整合しなければいけない。 
77 ZAC：Zone d’aménagement concerté 
78 PAZ：Plan d’aménagement de zone 
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図２ SCOTを中心とした計画間関係 

土地総合研究 2015年冬号 83



その後、グルネル法により計画の一貫性が拡

大・強化されることとなる。まず、以上の体系に

加え、グルネルⅠ法によって、新たに PCET79（気

候・エネルギー地域プラン）が創設されるととも

に、1年以内に考慮しなければならない諸目標80が

設定された。PCET は、エネルギー消費を制御し、

再生可能なエネルギー源の生産を増加させ、温室

効果ガスの排出を削減することを目的に、様々な

地域レベルの行動を枠づける計画である81。そして、

SCOTや PLUはこの PCETを考慮しなければならな

いと定められた（L111-1-1）（図 2）。 

次にグルネルⅡ法では、従来、法律によってSCOT

との関係性を規定していた分野（都市計画、住宅、

交通、商業施設、経済・観光開発、文化の発展・

景観保護）に、「情報通信」と「生態的連続性の保

全及び回復」が加えられた（L122-1-3）。 

また、各分野においても SCOTの中に具体的内容

が定められることとなった。例えば、交通に関し

ては、交通・輸送に関する政策の方針及び公共交

通の整備に関する大プロジェクトを規定し

（L122-1-8）、居住かかわる内容に関しては、住宅

政策の諸目標と諸原則を定め、コミューンもしく

は EPCIごとの新規住宅供給及び住宅の改築・修繕

の目標を明らかにすることとされた(L122-1-7)。

また、商業に関しては、商業施設等の立地に関す

る諸目標を定め、「商業整備地区」を確定する文書

                                                      
79 Plan Climat Energie Territorial. 
80 グルネルⅠ法 7条において、①数値目標設定による農
地・自然地域の減少対策、②都市の拡散防止、エネル
ギーの損失防止及び中心市街地の活性化、③方針文書
と計画文書の調和によるグローバルな都市計画、④生
態的連続性の保存、回復及び創造による生物多様性の

保全、⑤資源と空間の節約管理、⑥建物のエネルギー
効率向上のための工事の実施、⑦密度と公共交通の便
の連携の構築が都市計画で考慮すべき諸目標として

定められた。 
81 PCETには、温室効果ガス排出の削減に関する数値目
標が示される。なお、PCETは、地域圏におけるエネ
ルギーの制御、大気の質の基準などを定める「気候・

大気・エネルギー地域圏計画（Schéma régional du climat, 
de l’air et de l’énergie:SRCAE）」と整合していることが
義務付けられている。 

を含むこととされた（L122-1-9）。 

他方、グルネルⅡ法により、PLUを EPCIが策定

することが可能となる。このことは、1 コミュー

ンで策定する PLUが、幾つかのコミューンによっ

て共有されることを意味し、空間範囲において一

貫性が拡大したと捉えることができる。そしてこ

の EPCI が策定する PLUiの中で、居住、交通に関

する措置が含まれるようになった。具体的には、

居住かかわる内容に関しては、住宅政策82の諸目標

及び諸原則を定義することで、PLUiは PLHの代わ

りとなり（L123-1-4）、交通に関しては、人及び貨

物の交通、通行量、駐車場の計画を定めることで、

PLUi は PDU の代わりとなると定められた 83 

（L123-1-4）。また、SDCについては、商業の多様

性を保ち発展させる地区等を決定すること等が示

された（L123-1-5）。 

3)ALUR法による一貫性の補強 

そして、ALUR法では、図 3に示すように上位計

画等の内容を SCOTに単純かつ集約的に「統合化」

し、都市計画文書と他の計画との一貫性を補強し

たのである。その理由は、グルネルⅡ法（2010年）

において、SCOTのみならず PLU（連載 2、図 1）と

も多様な上位計画文書との整合が義務付けられた

が、計画を実現する優先的規範の増加は、法的リ

スクの源となると考えられたためである84。 

(3) 計画間の一貫性を確保する方策とその運用実

態 

1)一貫性を確保する方策 

 では、一貫性を確保するための「整合」ないし

「統合化」とはどのような方策で具現化するのか。

                                                      
82 コミューン間及び地区間における住宅供給の均衡か
つ多様性ある分布を確保しながら住宅等の要求に応

え、都市の再生とソーシャルミックスを促し、身体障

害者に対応した建物のアクセシビリティの改善を目

的とする。 
83 ただし、EPCIが都市交通の権限を持たない場合は除
く。なお、PLHと PDUを統合させた PLUi を策定す
るのが困難であるとされたため、ALUR法によりPLUi
にPLHとPDUを統合することが「義務」（Obligatoire）
ではなく、「可能」（Possible）という表現に変更され
た。 

84 前掲注 60、Ministére de logement de égalité des territoires, 
2014, p.8. 
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るのが困難であるとされたため、ALUR法によりPLUi
にPLHとPDUを統合することが「義務」（Obligatoire）
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SCOT との整合や SCOT への統合化が法律上規定さ

れたとしても、それが実際に整合・統合化をして

いるかどうかは把握できず、その関係について本

来、確認が必要となる。以下では、フランスの都

市計画を中心とする計画間の一貫性を確保する方

策を探ってみたい。SCOTの策定主体は、EPCIまた

は、SCOT の区域に含まれる EPCI とコミューンか

ら構成される「混成事務組合(syndicat mixte)85」

である。その EPCIの議会において議決されたコミ

ューンの行政域は、EPCIの設立も含め、基本的に

は、コミューンの自主性に基づき設定される。こ

のとき SCOTは、地方における国の代表である地方

長官（Préfet）が、地域の状況や、すでに決定さ

れている他の計画の区域を考慮し、SCOTの区域が

都市計画、居住、経済開発、交通、環境の問題に

一貫性をおくことを確認したのちに公告する「ア

レテ（arrêtés）」86によって有効となる。つまり、

一貫性を確保する方策として、一貫性の範囲を審

査する仕組みが存在し、その主体として地方長官

を位置づけている。そして、グルネルⅡ法では政

策領域・空間範囲における計画間の一貫性を高め

るため、地方長官の役割を強めている。 

 SCOTがないために、各種分野の公共政策の一貫

性や、生態的連続性を著しく妨げ、または空間の

過剰な消費を生じさせ、もしくは、現存する SCOT

の区域が、都市計画、居住、経済開発、交通、環

境の問題に関して一貫性がないと地方長官が確認

する場合、地方長官は SCOTの権限をもつコミュー

ン等に、SCOTの作成、もしくは、既存の区域の拡

大を要求できる。さらに、コミューン等が、地方

長官の要求に従わない場合、地方長官がコミュー

                                                      
85 あらかじめ定められた事務を、各構成員の分担金に
よって行う団体であり、コミューンのほか EPCI、県
や地域圏といった異なるレベル の自治体、および、
商工会議所などその他の公法人等から構成される。

ただし、SCOT の策定主体としては、コミューンと 
EPCI からのみ構成される閉鎖型混成事務組合である。
Cf. Ministère de l’interieur et de l’aménagement du 
territoire et Ministère de l’économie, des finances et de 
l’industrie, Guide Pratique de l’intercommunalité, 2006. 

86 一般的または個別的効力のある執行的決定（décision 
exécutoire）であって、1または複数の大臣またはその
他の行政庁が発する行政行為。 

ン等に代わって区域の計画案を決定する

（L122-5-1）。 

 また、SCOTは、策定主体の議決機関で承認され、

地方長官に通知されてから 2カ月後に施行となる

が、この間に、地方長官が上位計画と整合してい

ない等87と判断する場合には修正を求めることと

されている。その修正の理由として、グルネルⅡ

法では、新たに①公共交通や公共施設が整備済み

の地区の密度を高めずに、空間の過剰な消費を認

めている場合や、②生態的連続性の保全もしくは

回復に関する課題を十分に考慮していない場合な

どが付記された（L122-11-1）。 

 また、PLUについても SCOTがないコミューンに

おいては、コミューン議会での PLUの承認後、地

方長官へ通知してから 1カ月後に施行となり、そ

の間に地方長官が他の計画との整合などを確認88

してきた。そして、グルネルⅡ法では、地方長官

が修正を要求する際の理由として、上記の SCOT

の理由①、②に加え、③PLD や PLH との明白な不

整合がみられる場合についても、修正を要求でき

る規定が付記された（L123-12）。 

2)グランリヨンの PLU策定における一貫性に関す

る実態 

 2012 年から実施されているグランリヨンの

PLU-H89の改定作業では、地域ごとの責任者（コミ

ューン（Responsable de territoire）（グランリ

ヨンのPLU-Hの場合は6つの地域に分かれており、

各地域を統括する行政職員）によって SCOT 及び

                                                      
87 改正前においては、山岳及び海岸区域に関する特別
の規則、イル・ド・フランス地域圏基本計画、地域圏・

国立自然公園憲章などの SCOTより上位に位置づけ
られた計画等と整合していないことや、L110条及び
L121-1条の諸原則を大きく損ねていることの 2項目
が定められていた。 

88 SCOTがない場合、SCOTの上位計画と整合していな
いこと、L110条及び L121-1条の諸原則を大きく損ね
ていること、隣接コミューンの土地利用と明白な不整

合があること、SCOTや海の利活用計画(SMVM)等の
実現を損ねる性質であることが修正を要求できる理

由とされていた。 
89 PLU-H：Plan Local d’urbanisme et de l’Habitat. EPCIで
あるグランリヨンが策定するPLUiでPLH（Programme 
Local de l’Habitatを包含したもの。 
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PLU の一貫性が確保される手続が実施されている。

まず、各地域の計画内容を一貫性という観点から

審査が行われる。その手続において修正が必要な

場合には、関連団体と調整、改善を図る。そして、

その内容をグランリヨン領土・計画局責任者90に

プレゼンテーションし、その後、その責任者が承

認するという手続がとられている。このとき、グ

ランリヨンが定める PLU-Hは、72コミューンとい

うグランリヨンよりもより大きい空間範囲で定め

られる SCOTに整合するものでなければならない。

つまり、空間範囲の一貫性も図られているという

ことができる。 

 グランリヨンでは各地域、また、各策定段階で

PLUの文書がSCOTの内容と整合していることを審

査しているという。その解釈として、「整合

（Compatibilité）」は「一致（Conformité）」とは

違い、「整合」には、柔軟性があると考えられてい

る。しかしその一方でSCOTとPLUの整合について、

地方長官が合法性に問題があると判断した場合、

行政裁判所に送られ、違法であれば PLUは全て棄

却されることを強く認識している。なお、以上の

ような地方長官による統制（分権改革（1983 年）

以降）91を、グランリヨンでは事前統制（Contrôle 

a priori）型から、事後統制（ Contrôle a 

posteriori）型へ変化したものであると理解され

ていた。 

 
3.PLUの適用対象の変化とその主体 

(1)日仏の地区計画の相違 

 フランスの PLUは、1コミューンあるいは EPCI

の行政区域を単位として PLU（ないし PLUi）が決

定されるのに対して、日本の地区計画は、市町村

の行政区域のなかの適用区域要件に該当した「街

区」を対象としている。こうした対象と行政区域

                                                      
90 前掲注 22、グランリヨンの領土・計画局責任者。 
91 フルキエ, ノルベール; 津田, 智成（訳）「SRU法以
降のフランス都市計画法をいかに性格づけるか : 
現代都市計画法の歴史的分析」北大法学論集第 64-3
号（2013年）291-315頁では、地方長官は、地域的都
市計画文書に対して強度の監督権を行使していると

する。 

との関係だけで捉えれば、フランスの PLUに対し

て、市町村 MPが該当するとも考えられよう。しか

しながら、意思決定主体はいずれも基礎自治体で

あることを前提に、フランスのコミューンが小規

模であることや、本研究が定義する地区詳細計画

の内容、すなわち後述の詳細性や実効性を勘案す

れば、PLUと市町村 MPは明らかに性格も機能も異

なり、本稿の地区詳細計画の定義にてらしてみて

も日仏の地区詳細計画は、PLUと地区計画であり、

比較対象として妥当であるといえる。しかしフラ

ンスの PLUは近年の法改正によりその適用対象を

変化させてきている。  

 連載第 1回では、適用対象を 3つの側面（対象

空間・対象自治体・対象分野）92で整理をしたが、

このうち「対象分野」については、とりわけ、2.

で示したとおり、一貫性を確保する分野が拡大し

てきており、各分野間の関係も強化、整理されて

きていることが明らかになった。また、対象空間

と対象自治体については、近年 PLUを策定する団

体（コミューンや EPCI）が拡大しており、それに

伴い対象とされる空間も変化してきている。以下

では、対象空間・対象自治体に着目し、適用対象

の変化とその主体の範囲を確認していきたい。 

 

(2) PLUの適用対象の変化 

1)都市化の制限の原則にかかわる変化 

既述したように、都市化を行い、直接土地利用

を規制するには「建築可能性の制限の原則」に即

して PLU等を策定しなければならない。これを前

提に、SRU 法によって設けられた「都市化の制限

の原則」により都市化にあたって SCOTを策定する

ことがその前提となった。そして、SCOTが適用さ

れるエリアが、段階的に拡大されている。当初そ

の対象は、「人口 5万人以上の都市圏93もしくは海

                                                      
92 対象領域は、先に示した「政策領域」を表し、また、
対象となる行政区域を指す対象自治体とその対象と

なる空間を示す対象空間は、先に示した「空間範囲」

を表すものである。 
93 どの住宅間も 200m以内でかつ人口 2,000人以上の地
域により部分的又は完全にカバーされる複数のコミ

ューンから構成されるエリア。行政界域に影響されな
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PLU の一貫性が確保される手続が実施されている。

まず、各地域の計画内容を一貫性という観点から

審査が行われる。その手続において修正が必要な

場合には、関連団体と調整、改善を図る。そして、

その内容をグランリヨン領土・計画局責任者90に

プレゼンテーションし、その後、その責任者が承

認するという手続がとられている。このとき、グ

ランリヨンが定める PLU-Hは、72コミューンとい

うグランリヨンよりもより大きい空間範囲で定め

られる SCOTに整合するものでなければならない。

つまり、空間範囲の一貫性も図られているという

ことができる。 

 グランリヨンでは各地域、また、各策定段階で

PLUの文書がSCOTの内容と整合していることを審

査しているという。その解釈として、「整合

（Compatibilité）」は「一致（Conformité）」とは

違い、「整合」には、柔軟性があると考えられてい

る。しかしその一方でSCOTとPLUの整合について、

地方長官が合法性に問題があると判断した場合、

行政裁判所に送られ、違法であれば PLUは全て棄

却されることを強く認識している。なお、以上の

ような地方長官による統制（分権改革（1983 年）

以降）91を、グランリヨンでは事前統制（Contrôle 

a priori）型から、事後統制（ Contrôle a 

posteriori）型へ変化したものであると理解され

ていた。 

 
3.PLUの適用対象の変化とその主体 

(1)日仏の地区計画の相違 

 フランスの PLUは、1コミューンあるいは EPCI

の行政区域を単位として PLU（ないし PLUi）が決

定されるのに対して、日本の地区計画は、市町村

の行政区域のなかの適用区域要件に該当した「街

区」を対象としている。こうした対象と行政区域

                                                      
90 前掲注 22、グランリヨンの領土・計画局責任者。 
91 フルキエ, ノルベール; 津田, 智成（訳）「SRU法以
降のフランス都市計画法をいかに性格づけるか : 
現代都市計画法の歴史的分析」北大法学論集第 64-3
号（2013年）291-315頁では、地方長官は、地域的都
市計画文書に対して強度の監督権を行使していると

する。 

との関係だけで捉えれば、フランスの PLUに対し

て、市町村 MPが該当するとも考えられよう。しか

しながら、意思決定主体はいずれも基礎自治体で

あることを前提に、フランスのコミューンが小規

模であることや、本研究が定義する地区詳細計画

の内容、すなわち後述の詳細性や実効性を勘案す

れば、PLUと市町村 MPは明らかに性格も機能も異

なり、本稿の地区詳細計画の定義にてらしてみて

も日仏の地区詳細計画は、PLUと地区計画であり、

比較対象として妥当であるといえる。しかしフラ

ンスの PLUは近年の法改正によりその適用対象を

変化させてきている。  

 連載第 1回では、適用対象を 3つの側面（対象

空間・対象自治体・対象分野）92で整理をしたが、

このうち「対象分野」については、とりわけ、2.

で示したとおり、一貫性を確保する分野が拡大し

てきており、各分野間の関係も強化、整理されて

きていることが明らかになった。また、対象空間

と対象自治体については、近年 PLUを策定する団

体（コミューンや EPCI）が拡大しており、それに

伴い対象とされる空間も変化してきている。以下

では、対象空間・対象自治体に着目し、適用対象

の変化とその主体の範囲を確認していきたい。 

 

(2) PLUの適用対象の変化 

1)都市化の制限の原則にかかわる変化 

既述したように、都市化を行い、直接土地利用

を規制するには「建築可能性の制限の原則」に即

して PLU等を策定しなければならない。これを前

提に、SRU 法によって設けられた「都市化の制限

の原則」により都市化にあたって SCOTを策定する

ことがその前提となった。そして、SCOTが適用さ

れるエリアが、段階的に拡大されている。当初そ

の対象は、「人口 5万人以上の都市圏93もしくは海

                                                      
92 対象領域は、先に示した「政策領域」を表し、また、
対象となる行政区域を指す対象自治体とその対象と

なる空間を示す対象空間は、先に示した「空間範囲」

を表すものである。 
93 どの住宅間も 200m以内でかつ人口 2,000人以上の地
域により部分的又は完全にカバーされる複数のコミ

ューンから構成されるエリア。行政界域に影響されな

岸線から 15km以内に位置するコミューン」であっ

たが、さらに 2013年 1月 1日以降は、「人口 1万

5千人以上の都市圏もしくは海岸線から15km以内

に位置するコミューン」となり、2017年 1月 1日

以降は全てのコミューンが対象となる（L122-2）

（図 3）。この制限措置は、ある大都市圏周辺のみ

では期待された効果を発揮せず、また、市街地の

拡大や郊外型商業施設の発生を効果的に抑制する

ことができず、その結果、SCOTも 20%しか運用さ

れていないことによるものであるという。この

SCOTの適用範囲の拡大は、PLUが SCOTに拘束され

る範囲が拡大することを意味する。 

2)EPCIが PLU（PLUi）を定めることによる変化 

既述したように、グルネルⅡ法（2010年）によ

り、コミューン間の広域行政組織である EPCIが策

定する地区詳細計画、すなわち PLUiを策定するこ

とが可能となった。また、PLUi を策定する EPCI

がSCOTを持たない場合、PLUiの区域が都市計画、

居住、経済開発、交通、環境の問題に関して一貫

                                                                                
い。INSEE(2000), Forte extension des villes entre 1990 et 
1999, INSEE Première, no 707. 

性があると地方における国の代表である地方長官

（préfet）が判断した場合には、PLUi は SCOT の

機能である都市計画の措置を含むことができ、そ

の結果 SCOT の効果を持つことができるとされた

（L123-1-7）。 

さらに、ALUR 法では PLUi の策定を推し進めて

いる。グルネルⅡ法により大都市共同体 94

（communauté urbaines）と主要都市（métropoles）

において PLUiを定める権限が付与されていた。そ

して ALUR法では、これらの都市に加え、都市圏共

同体（communauté d’agglomération）と基礎自治

体共同体（communauté de communes）にも PLUを

策定する責務を義務付けた。ただし、ALUR法公布

後の 3年の期限までに、少なくとも人口の 20％に

値する 4分の 1のコミューンが拒否権を発動した

場合は義務化されないという例外措置は設けてあ

る。また、PLUに移行されない POSは 2016年 7月

1日をもって失効される（以下「失効規定」）こと

となった。 

 以上のように、PLUないし PLUiの適用対象を拡

大する傾向にある。とりわけ、PLUiの策定を促す

理由として、共有された計画を通して地域の連帯

を育むことが挙げられており、さらに、PLUiによ

るコミューン間の横のつながりは、包括的で持続

可能なビジョンをもって整備政策を実現するのに

適しているともいわれている。また、PLUを複数

のコミューンで規定することは、その費用、技術、

能力を分け合い、相互に助け合うことを可能にす

ると考えられている95。 

 

                                                      
94 ①大都市共同体（communauté urbaine）［15団体］：全

域の人口が 500,000 人以上、②都市圏共同体
（communauté d’agglomération））［222］：人口 15,000 
人以上の中心都市を持ち、全域の 50,000 人以上、③
基礎自治体共同体（communauté de communes）
［1903］：全域の人口が 50,000 人以下、それ以上で
あっても 15,000 人を 超える人口を有するコミュー
ンが属さないもの。2014年 1月 1日。DGCL - Insee, 
Recensement de la population,LES COLLECTIVITÉS 
LOCALES ET LEUR POPULATION, 2014. 

95 前掲注 60、Ministére de logement de égalité des territoires, 
2014, p.11. 

凡例．A.2013年以前：人口5万人以上の都市圏又は海岸線から15km以内に位置
するコミューンでSCOTによってカバーされておらず、また、2012年1月1日時
点のPLUもしくはPOSでカバーされている地域、B.2013年以降：人口１万5000
人以上の都市圏又は海岸線から15km以内に位置するコミューンでSCOTによっ
てカバーされておらず、また、2012年1月1日時点のPLUもしくはPOSでカバー
されている地域

出典）Assemblée nationale, PROJET DE LOI pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, NOR : ETLX1313501L/Bleue-1, ÉTUDE D’IMPACT, 25 juin 2013.

図３ 都市化の制限（L122-2）に該当するコミューン

A.2013年以前
B.2013年以降
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(3) PLUの運用状況 

連載 3で分析したように、フランスと比較して、

日本の地区計画は、適用されている面積もはるか

に少なく（対国土面積 0.4%、対可住地面積 1.2% 

：連載 3）、個々の対象の街区規模もさらに縮小化

している。他方で、適用面積が大きい自治体は、

大都市が多く、これも自治体の自主性、自治体能

力がその結果に反映されている。しかし、保全系

の動因を示す自治体に小中規模が少なくない実態

や、市街化調整区域や非線引き地域での適用が近

年顕著である日本の地区計画の適用実績は、地区

計画創設時の意義とは異なる要請が存在してきて

いることの表れであると考えられる。 
一方、フランスにおける PLU、POS等の承認及び

改訂文書数等（2012年 1月 1日段階）96は、連載

2でそのデータを示した。PLU、POSの承認及び改

訂中の文書数は 9,585（策定しているコミューン

数）であり、これは全コミューン数の 26.1 ％に

あたる。また、その面積は、180,537㎢（国土の

28.5％）、人口 39,079,393人（全人口の 60.8％に

                                                      
96 Enquête auprès des DDT(M) et DEAL (hors Mayotte) via 

l'application nationale de Suivi des Documents 
d'Urbanisme et d'Habitat (Sudocuh) ; populations INSEE. 

およぶ。PLUに移行していない POSの数は、8,096

文書（全コミューン全体の 22.1 ％）、面積は、

141,513㎢（国土の 22.4％）、人口 19,359,968人

（人口の 30.1％）であり、このうち現在 PLUへの

移行中のものが 4,588文書（全コミューンの

12.5 ％）にのぼる。 

 なお、POS ないし PLUを定めていないミューン

は、「都市計画全国規制」97（RNU）の適用方法を 

規定するために、「コミューン図」98（CC）を作成

することができる（L124-1）。 

 さらに 2014年 1月 1日段階の POS、PLU、CC、

RNUの状況を示したものが図 499である。さらに、

図 5表 1100は PLUiの状況を示している。以上の状

況を連載 2の分析と合わせて考察すると、①従前

の地区詳細計画から移行する形（改定）で新たな

計画が策定されている。②POSと PLUを合計する

と（すなわち、地区詳細計画の数）全コミューン

の数の半数近くで策定され、面積においては 5割

強、人口にいたっては 9割強の地域で策定されて

おり101、日本と比較して大きなカバー率であるこ

とがわかる。また、PLUiの承認状況を見ると、そ

の数は少ないものの、従前計画文書承認地域を重

ねると、④PLUiは、CCや RNUを取り込み策定され

ている。 

 

(4) PLUの運用実績を高めるための措置 

                                                      
97 Règlement national d’urbanisme.1955年に都市計画プラ
ンによってカバーされない地域での建築規制を目的

として創設された規則。L.111−1. 
98 Carte Communale. POSや PLUを策定する程の開発圧
力や人口を保有しないコミューンで、既成市街地以外

での都市化を許容しようとするものは、都市計画全国

規則適用基準Modalités d'Application des Règles 
Nationales d’Urbanisme（MARNU）を策定することと
されていた。そして SUR法（2000年）により、この
PLUより簡易な CCが導入された。 

99 前掲注 60、Ministére de logement de égalité des territoires, 
2014, p.11. 

100 PROJET DE LOI pour l’accès au logement et un 
urbanisme rénové, NOR : ETLX1313501L/Bleue-1 
ÉTUDE D’IMPACT, 25 juin 2013. 

101 POS、PLUが承認及び策定中のコミューンの面積と
人口の合計。ただし、制限がされているかという意味

では、「建築可能性の制限の原則」が前提であるので、

100％がカバーされているといえる。 

POS：Plan d’occupation des sols (6,533コミューン) 
PLU：Plan local d’urbanisme (11,927コミューン)  
CC：Carte communale (6,154コミューン）
RNU：Règlement national d’urbanisme (12,066コミューン)

図４ POS・PLU・CC・RNUの策定状況（2014年1月1日）

出典）Les documents d’urbanisme communaux opposables au 1er 
janvier 2014
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(3) PLUの運用状況 
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96 Enquête auprès des DDT(M) et DEAL (hors Mayotte) via 

l'application nationale de Suivi des Documents 
d'Urbanisme et d'Habitat (Sudocuh) ; populations INSEE. 
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janvier 2014  PLU の策定を促すための国のインセンティブや

支援には次のようなものがある102。 

第一に、PLUの策定にかかる財政的支援である。

1983年の権限の移譲を補完するものとして DGD103

（地方分権総合交付金）という制度が設けられた。

特に、都市計画文書の作成には非常に資金が必要

であることは強く認識されており、全額分を賄え

る額ではないが、多くはこの交付金によって賄わ

れているという。 

第二は、建築可能性の制限の原則と都市化の制

限の原則である。都市計画文書（SCOT、POS、PLU

あるいは CC）がなければ RNUにより国がその権限

を持つことになり、国から自立するための動機づ

けとなっている。さらに、法律に基づく工程によ

って SCOT及び PLUの策定が進められている。 

 第三に、PLUiを策定する場合にのみ与えられる

財政的インセンティブがある。2012年から導入さ

れた「Appel à projet」と呼ばれるもので、DGD

に加えて、一つの文書につき 5万ユーロのボーナ

スが与えられ、加えて「Club PLU」という実用的

支援がなされる。「Club PLU」は、国、コミューン、

共同体、都市計画研究所（Agence Urbanisme）と

                                                      
102 前掲注 22。エコロジー省に対して行った 2014年 9
月 2日の聞き取り調査に基づく。 

103 DGD：Dotation générale de décentralisation 

いった都市計画のパートナーによる集まりで構成

され、国レベルでの会議や総会、勉強会、運用に

関する意見交換、法制度の改正についての説明な

どが開催され、またテーマ別のワークショップや

書物の刊行もされている。 

 

4.地区詳細計画の策定及び決定手続 

(1)地区計画策定の課題とフランスの動向 

 日本の地区計画は、議会の議決は要せず、フラ

ンスの PLUと比較すると民主的正統性が不足して

いるといえる。ただし、地区計画の策定及び決定

手続については、都市計画法 16条 2項が委任する

規定を定めた手続条例（条例には議会の議決を必

要とし、また、手続条例には縦覧、公聴会等がさ

だめられている）（連載 3）を制定しなければなら

ない。さらに市町村では、この条例に独自の策定

方法等を自主規定として盛り込むことで策定主体

と方法の充実を図っている。主体と方法は、主体

の発意を重視しつつ執行機関が設定する形となっ

ているが、その運用では、住民等の発意を尊重し

つつ、利害関係人等の総意が目指され、合意形成

や約 8割の同意を求める自治体も少なくない（連

載 3）。これらの運用は、既述の地区計画創設の意

図の一つである「住民の手による街づくり」を実

現するための手続であると理解でき、特に「利害

関係人等の同意調達」が地区計画の制限等に対す

る正統性を確保する重要な方策であると考えられ

てきた。しかしながら、合意形成や同意を調達す

ることが難しく、また、いずれの自治体でも近年、

住民等を中心としたまちづくり活動が進まなくな

ってきており、このことにより住民発意の計画づ

くりも難しくなってきているという。とりわけ、

これらのプロセスを実施する財源不足が提起され

ていた（連載 3）。 

図５ PLUiを策定したEPCIの位置

上記の凡例部分がPLUiが策定されたEPCIの位置

EPCIの種類（前掲注100参照） 2010年 2011年 2012年 2013年

①大都市共同体 2 4 1 3 10

②都市圏共同体 1 3 3 1 8

③基礎自治体共同体 1 24 30 21 76

合計 4 31 34 25 94

表1 PLUiの策定状況

出典）Assemblée nationale, PROJET DE LOI pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,
NOR : ETLX1313501L/Bleue-1, ÉTUDE D’IMPACT, 25 juin 2013.
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 一方、フランスでは、都市計画にかかわる計画

等の決定を国が先導してきた経緯がある（連載 2）。

しかし 1980年代以降、A.多元的な制度が創設され

ており、B.多様な主体の参加が保障されている。

そして、C.参加時期が広範であり、D.実施が義務

化されているものがあるものの、基礎自治体が制

度を選択することができ、また、E.参加の様態を

自由に決定することができる制度が導入されてき

ている。なかでも、1985年に創設104され、SRU法

（2000年）によってその充実が図られている、コ

ミューンの意思決定により、策定の方法や参加者

などを設定することができる手続「コンセルタシ

オン（Consertation ）」105が地区詳細計画の策定

及び決定手続を定める制度である。このコンセル

タシオンは、都市計画における主要な計画（PLU

もその 1つ）について、計画案策定期間に実施す

る参加の方法や主体（以下「様態」）を自治体等106

の議会で議決することで保障する手続である。 

 

(2)コンセルタシオンの対象と制度内容 

 すでに連載 2で記したように、コンセルタシオ

ンを規定している都市計画法典 300-2条は、SCOT

又は PLUの修正と改定において107、それに先立ち

最終計画案が決定されるまでの全期間にわたって、

住民、アソシアシオン108、その他関係者を参加さ

                                                      
104 都市整備の原則の定義及びその実現に関する法律 

Loi relative à la définition et à la mise en oeuvre de 
principes d'aménagementにより規定される。 

105 Consertationを邦訳では「事前協議」とされる場合も
あるが、日本の都市計画における事前協議（内海麻利

『まちづくり条例の実態と理論』（第一法規、2010年）
96頁）とは異なるフランス特有の概念（Centre d'analyse 
stratégique(2008), La participation des citoyens et l'action 
publique, Rapports et documents, no 13, p.81, La 
Documentation française p.19, 前掲注 51、岡井有佳
（2008年）196頁、Touzard Hubert, « Consultation, 
concertation, négociation » Une courte note théorique, 
Négociations, no.5, 2006, p.71.）であるため、本稿では
「コンセルタシオン」と称す。 

106 本研究の「自治体等」とは、自治体（コミューン、
県、地域圏）及び権限のある公施設法人を指す。 

107 その他、実質的に生活環境又は経済活動に影響を与
える開発事業、都市再開発計画の計画においてもコン

セルタシオンが必要である。 
108 「アソシアシオンの契約に関する法」Loi relative au 

せるコンセルタシオンの目標及び様態などについ

て自治体等の議会の議決により決定することを義

務付けている。また、「コンセルタシオン憲章」

（1996年）109になどにおいてもコンセルタシオン

が多様な主体の参加を前提としていることを示し

ている。 

 法律による義務付けは、①各議会でその目標と

様態について議決すること、②コンセルタシオン

終了時にはその結果に関する「総括（「Bilan」）」

を議会が議決することのみであり、実施主体のコ

ミューン等に運用の自由と裁量が与えている110。な

お、コンセルタシオン上の瑕疵は、その後行われ

る事業及び決定された計画の合法性に影響を与え

ないとして111異議申し立ての可能性が制限されて

いる（L300-2）。 

 こうした内容を日本の地区計画による条例の仕

組みと比較すると、手続の様態などを策定主体に

委ねている点で同じであるといえる。むしろ日本

の手続条例は、独自の発展をとげ、総合的なまち

づくりのツールとしても機能している場合もある

（連載3）。しかし、フランスの場合は、様態が多

様で広範であることと、「総括」の内容とこれを議

会の議決を経るという手続が重要視されている点

で日本の策定手続とは異なっている。例えば、後

で述べるグランリヨンの現在の「総括」（中間報告）

112には、コンセルタシオンの意義と目的、対象と枠

組み、そして、そこで検討、報告・調査分析など

の情報が記され、民意を反映した根拠（正統性）

を担保している。  

 以下では、リヨン市の検討を含むグランリヨン

のコンセルタシオンの実態を概観する。 

                                                                                
contrat d’association（1901年）に基づき結成された非
営利団体である。 

109 Charte de concertation réalisée en juillet 1996 par le 
ministère de l’Environnement avec le concours de 
représentants de la société civile. 

110 国が実施主体の事業等は、地方長官（préfe）が定め
る。 

111 Philippe Châteaureynaud, Dictionnaire de l’urbanisme, 3e 
édition, Le Moniteur, 2003, p.200. 

112 GLAND LYON, Bilan intermédiaire de la concertation 
préalable,31.05.2012-31.12.2013, avril 2014.中間報告で
はあるが、約 100頁におよぶ。 
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(3)PLU策定の実態（リヨン市・グランリヨンを例

として）113 

1)リヨン市における地区詳細計画策定の経緯 

 リヨン市では、「都市計画詳細プラン」（1958年）
114（連載 1参照）以前から地区詳細計画を策定し

ていた経緯がある。その後、都市計画詳細プラン

は POSに統合されたが国（地方長官）が都市計画

文書を掌握していた。連載 1・連載 2 で示したよ

うに権限配分法（1983年）により、地区詳細計画

の策定権限は、コミューン等に移譲され、グラン

リヨンの行政区域内においてはリヨン市とその周

辺の54のコミューンのうち5つの都市でPOSを保

有することとなった。そして、1997年 5つの POS

は廃止、統合され、その後は、リヨン市等のコミ

ューンにかわりグランリヨンが PLUの策定主体と

なった。 

 しかしながら、リヨン市における全ての策定権

限ないし責務がグランリヨンに移ったわけではな
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修正するというプロセスがあり、また、リヨン市

も常にグランリヨンに提案を行い協力、連携、共
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身近かであるという立場からグランリヨンに提案

                                                      
113 ここでは、前掲注 22、グランリヨン領土・計画局責
任者、リヨン市の建築許可担当へのヒアリングとその

際に入手した資料を中心検討する。 
114 「都市計画プランに関するデクレ」（1958年 12月 31
日デクレ第 143号）により従来の整備計画に変えて、
「都市計画指導プラン」 と「都市計画詳細プラン」 が
創設された。都市計画詳細プラン：Plans d’urbanisme de 
détail 

115 前掲注 22の聞き取り調査。 
116 グランリヨンの PLU-H策定には、それを担当する領
土と計画課の職員 75名で対応しており、専門の技術
職員も存在する。 

し、グランリヨンは、都市計画研究所等とともに

計画を構想し、調整をするという立場からコミュ
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 そして、2012年から新たなPLU-H117への「改定

（Révision）」を行っている。都市計画文書の変更
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しかなく、その後充実が図られていった。A.の改
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議決→コンセルタシオン→議決（方向性について

の議論）PADD→議決（Arrêt de projet）→国の機

関、商工会議所（CCI）118、地域圏、県などへの意

見聴取（Consultation）→告示（Avis）→公開意

                                                      
117 PLU-H（Plan Local d'Urbanisme et d'Habitat）. 領土・
計画局責任者によれば、PLU-Hを策定することとなっ
た背景は、グルネル法によって PLHと PDUを PLU
に統合することが義務化された（ただし ALUR法に
よって義務（Obligatoire）ではなく、統合することが
「可能（Possible）」と変化した）からであるという。
また、PDUを包含しなかった理由は、グランリヨン
に交通の法的策定権限がなかた（PDUの策定権限が
SITRAL）ためであったという。 

118 CCI：Chambre de commerce et d'industrie  

A. Révision（改定） :
目的を変更し、文書を全く書き換える際に用いる重い手続

B. Révision allégée（簡易改定）：
これは改定より軽微な手続

C. Modification（修正）：
軽微な手続

D. Modification simplifiée（簡易修正）：
修正よりさらに軽微な手続

E. Déclaration de projet（計画宣言）

表２ PLUの更新の段階
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というものである。 

 特にコンセルタシオンについては、図6のような

方法、プロセスで議論がされている。とりわけ、

グランリヨンでは、各コミューンレベルで充実し

た対応が行われるよう工夫がなされているという

（コミューンが望む方法でコンセルタシオンの方

法措置が取られた：Atelier、Réunion de quartier

など）。例えば、そこでは、議員や市長が住民の前

で問題点など説明し、情報誌を発行、インターネ

ットのサイトも開設し、住民との対話がコミュー

ン中心に展開された（図6）。このような活動全て

がPLUの「総括」を充実させている。 

 以上のコンセルタシオンのプロセス及び「総括」

から、地域に身近なレベルで丁寧な周知、意見聴

取などがされていることがわかる。ただし、グラ

ンリヨン領土・計画局責任者は、日本の地区計画

                                                      
119 行政と住民以外の第三者である意見聴取官又は意見
聴取委員会が、公衆からの意見・要望等をとりまとめ、

都市計画等の公益性を判断し、それらの意見と結果を

公開する制度である。公開審査と訳される場合もある。 

のように、利害関係人を設定し、その総意や 8割

を超える人たちの同意を調達することは不可能で

あり、それはフィクションでしかなく、そして都

市計画の統制や公共における行動を麻痺させてし

まうものであるという。言い換えれば、フランス

では「利害関係人等の同意調達」は、一般意思性

を阻害し、個別利益への妥協として、かえって、

正統性を棄損させると考えられている。なお、こ

うしたプロセスを実施する財源は国からの補助金

等も少なくないが、公共団体の一般財源として取

り扱われており、予算の規模は策定者の自主性に

基づいている。 

 他方、グランリヨンは各コミューンが策定する

計画案の調整を行い、計画を取りまとめ実現する

ことの責務を負っている。例えば、ある地域で住

居を500棟建設するとする。そこにはSRU法に示さ

れた3原理（「連帯の要求」等）に即して社会供給

住宅、学生のための住宅、老人のための住宅あら

ゆる種類の住宅が建設される。そこで、グランリ

ヨンが調査を行い、領域全体の住宅需要と照らし

合わせて、社会供給住宅が25%、若者のための住宅

が15%、老人のための住宅が35%など、大都市圏の

領域全体の需要と供給を鑑みて目標値を設定、配

分している。 

3) PLU変更の実態 

 フランスではこれまで都市計画文書（地区詳細

計画を中心に）の改定や修正がくりかえされてき

ている。表2に示した変更手続の段階の考え方は、

図7に示すとおりである。これらの手続は、正確に

は2013年のデクレ等により整えられたものであり

（L123-13-1・L123-13-2）、いずれも、議会の議決

ないし報告が行われるが、D.は、文書を作成し縦

覧する（市役所で閲覧できるようにする）程度で

あるという。E.Déclaration de projetは少し特殊

で、Réunion de travail 、公開意見聴取（Enquête 

public）、議会の承認が必要となる。グランリヨン

領土・計画局責任者によれば、議員らは、簡易な

手続を好むが、B.の手続ではPADDの方針に反した

ことをしようとすると、行政裁判所（Tribunal 

administrative）に提訴される可能性もあるとい

2012年 方法等の議決・目的の共有 （des objectifs à partager ）

2012年5月31日、グランリヨンの共同体議会においてコンセルタシオ
ンの方法等が議決される。グランリヨンとともに計画の実現に参加

を希望する主体（関連公共機関、アソシアシオン、民間企業の代表

機関、住民等）とのコンセルタシオンの開始。グランリヨン大都市

圏の開発のビジョンとPLU-H改定の重要な目標が確認される。
2013-2015年 計画に対する討論（le projet en débat）
都市圏のビジョンを基に、開発や領土の整備の方向性について、グ

ランリヨンに加入している各コミューン及びリヨン市内の各区レベ

ルでの公開会議等にて紹介及び討論。

●初期の段階で公開会議で1000以上の発言がある、●各コ
ミューン等の地区協議会によってテーマ毎に議論されるなど

する、●コミューン議会においてPADDが議論される、●不
動産関係住宅政策の専門家、●機関代表者と公共団体との会

合、●会議により第一段階の合議等がされる、●各コミュー

ン等ごとに、開発協議会、住区評議会など20〜45名の幾つか
のワーキングを設定し討議された、●これまで実施された約

40公開会の会議では合計3000人以上が参加する、など多様で
大規模な討議が行われてた。なお、この間、ウェブサイト、

ニュースレター、手紙などにより情報公開がされている。

2016年 総括（Bilan de concertation）
コンセルタシオンの総括を基に、グランリヨンは共同体議会の決議

によりPLU-Hの計画を決定する。そして、計画に関与する公共機関；
国、ローヌ・アルプ地域圏議会、ローヌ県議会、Sytral（リヨン大都
市圏及びローヌ地域の交通当局）、Sepal（リヨン都市圏のSCOT策定
機関）、リヨン商工会議所が審議（Consultation）する。
2017年 公開意見聴取（l’enquête publique）
PLU-Hは住民の将来の生活閑居に関わるので、グランリヨンは都市圏
の未来とPLU-Hの改定に貢献したいと望む人の意見をできる限り多く
聴取することが予定されている。

注）グランリヨンへの聞取り調査を踏まえてGLAND LYON, Bilan 
intermédiaire de la concertation préalable,31.05.2012-31.12.2013, avril 2014
を要約。

図６ PLU-H改正におけるコンセルタシオンプロセス
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う。なお、グランリヨンでは、2005年から2012年

までの間、PLUを進展させるために90の修正手続を

行っている。 

 一方、コミューンレベルの文書の修正も多数行

われているという。例えば、リヨン市の建築許可

担当者によれば、リヨン市に関する文書は2005年

から2012までの間に100箇所の修正及び簡易な修

正が行われたという。そして、その全てについて、

修正前、修正後、なぜ修正するのかを市民及びグ

ランリヨン等関係団体に説明した上でPLUに反映

をするという手続をとっているという。また、リ

ヨン市においてA.改定、E.の手続を行う場合、例

えば、公開意見聴取を実施する際には、リヨン市

だけでなく、グランリヨンを構成するその他のコ

ミューンでも縦覧等されており、グランリヨンの

市民は、役所に足を運べば全ての修正点を閲覧で

きる。そしてその記録（Registre）に添付し、グ

ランリヨンがリヨン市の修正をPLU-Hに反映する。 

 

5.計画内容の拡大、詳細性 

(1)計画内容の策定実態 

 日本の地区計画は、①目標及び「方針」（「当該

区域の整備、開発及び保全に関する方針」）と、②

「地区整備計画」（「建築物等の整備並びに土地の

利用に関する計画」（都市計画法 12条の 5）を定

めることが要件とされている。さらに多くの市町

村では、地区整備計画のうち、重要なものについ

ては、都市計画法58条の3、建築基準法68条の2、

1項）に基づく条例（以下「建築条例」）に定めて

いる。これは、上記の法律において、地区計画と

して建築制限を行うための規則を市町村の条例に

委ねる仕組みが規定されているからである120。そ

して、市町村は、建築条例が建築確認という地区

計画の履行担保手段と結合しているため、多くの

地区計画について建築条例を定めている（連載 3

では建築条例が建築確認と結合して得られる効果

を「ウ.建築条例効果」と表している）。 

 この建築確認と結合する建築条例に定める内容

は、「地区計画等の区域内において条例で定める制

限」（建築基準法施行令 136条の 2の 5条）（以下

「建築条例制限内容」）に即していなければならず、

建築条例を定める多くの市町村では、「建築条例制

限内容」（具体的な内容については連載 3 の表 6

を参照）を厳密に解釈して定め、それ以外の内容

を定める市町村は殆どなかった。その理由の一つ

は、明確な規定内容にすべきとの地区計画創設時

の意図（通達）が遵守されていること、いま一つ

は、建築確認の運用において、形態・意匠等の定

性的な内容（専門的、技術的知見を持つ職員の裁

量判断が必要）が難しいことによる。  

 しかしながら市町村では、建築条例で定めるこ

とができないと考えられている規定について、地

区整備計画や自主条例に定め、事前手続によって、

協議・調整、行政指導などにより実現しようとす

る試みがされてきている。ただし、地区計画はも

とより、このような事前手続で実現化される計画

内容は、広範な分野に対応するものではなく、都

市計画法及び建築基準法が定める計画内容に準じ

た、限定的な内容に留まっている（連載 3）。 

                                                      
120 内海麻利、小林重敬「地方分権に対応した委任条例
と自主条例との一体的な運用に関する研究 -京都
市・札幌市・神戸市の事例に着目して-」都市計画論
文集、35号（2000年）895-900頁、内海麻利「委任
条例と自主条例の役割に関する一考察」農村計画学会

誌 20巻 1号（2001年）23-30頁。 

注）Journée d'information des bureaux d'études en urbanisme, 19 février 2013, Les 
procédures d'évolution des PLU, depuis le 1er janvier 2013 DDT du Puy-de-Dôme/ SPAR,
Urbanisme Réglementaire, Georges DURAFFOURG．

D.Modification 
simplifiée
簡易修正

C.Modification
修正

Journée d'information des bureaux d'études en

B.Révision
allégée
簡易改定

注）

A.Révision
改定

改定の分野（領域） 修正の分野（領域）

2013年 1月 1日からの改定もしくは修正

【PADDの検討】

計画はPADDで定められた方向性を変える

又は、ＥＢＣ、ＡまたはＮ地区の縮小もしくは保護(リスク)

計画はPADDで定められた方向性を変える

又は、ＥＢＣ、ＡまたはＮ地区の縮小もしくは保護(リスク)

計画へPADDの方針に

反している

計画へPADDの方針に

反している
計画は規則(地区割又は規範)またはＯＡＰを変更する計画は規則(地区割又は規範)またはＯＡＰを変更する

この修正は以下の要素の場合

①住宅の規模を大きくする

（L123-1-11）

②公共住宅（社会住宅）の規

模を大きくする（L127-1）

③エネルギー性能の高い建築

物の規模を大きくする（L128-

1・L128-1）

この修正は以下の要素の場合

①住宅の規模を大きくする

（L123-1-11）

②公共住宅（社会住宅）の規

模を大きくする（L127-1）

③エネルギー性能の高い建築

物の規模を大きくする（L128-

1・L128-1）

この修正は以下の要

素の場合：

①規則全体が適応さ

れているゾーンで合

わせて建設可を20％

以上に上げるか

②Ｕ地区、又はＡＵ地

区の面積を狭める③

建設可能な地区を減

らす

この修正は以下の要

素の場合：

①規則全体が適応さ

れているゾーンで合

わせて建設可を20％

以上に上げるか

②Ｕ地区、又はＡＵ地

区の面積を狭める③

建設可能な地区を減

らす

その他のケースその他のケース

物的過失

その他のケース

物的過失物的過失

改定の分野（領域） 修正の分野（領域）

A.Révision B.Révision C.Modification D.Modification 

2013年 1月 1日からの改定もしくは修正

【PADDの検討】

oui

oui non

non

図７ PLUの更新段階の考え方
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 一方、フランスの地区詳細計画の計画文書は、

「プラン」と「制限プログラム」という基本構造

は維持しなからも PLU創設以降も修正が加えられ

てきており、現在（ALUR法：2014年 3月）では連

載 2で示したように121、❶説明報告書、❷PADD、

❸整備・プログラム方針（以下「OAP」）、❹規則書

よって構成されている。❶はゾーニングの動因、

適用される規則と一般方針文書の根拠などを定め

ることとなっており、❷は適用地域における都市

計画の政策目的を定める一般方針文書であり、目

指すべき方向性について将来像を市民と共有する

文書である。また、❸は再開発等を行う区域に関

して、環境・景観の活用、不衛生対策、 都市再生

などのために実施する整備の内容が規定されてお

り、❷と一貫していなければならない。❹につい

ては、4種類のゾーニング（都市区域、市街化予

定区域、農業区域、自然・森林区域）と各区域に

適用される規則を定めることとされている。 

 既に触れたように、POSとの違いは、❷❸が付

け加えられた点にあり、❷は、グルネルⅡ法によ

り、空間消費の軽減と都市計画の拡大に対する対

策を実施するための根拠文書（L123-1-3）として

導入され、❸は、従前 ZACとして機能していた事

業計画を事業的手法と規制的手法を一体的に運用

するために PLUのなかに内包された。 

 

(2)計画内容（PLU規定内容）の比較 

 このように PLUの文書における規定内容は変化

してきているが、❶、❷、❸は、目標像や方針   

を示す「プラン」の役割を担い、❸の事業等の実 

現と❹規則書は、建築許可と結合することでその

実効性を確保する。つまり❹（＋❸）は「制限（＋ 

                                                      
121 ❶rapport de presentation, ❷projet d'aménagement et de 

développement durable (PADD), ❸orientations 
d'aménagement et de programmation (OAP), ❹Le 
règlemen. なお、連載 2 において❸を「一般文書

document d'orientations generals」と示してしまった箇所

があり、これについては誤りで、本稿をもって訂正し、

お詫びを申し上げたい。 

表３ 都市計画法典 123-1-5条（Article L123-1-5 ）
１.規則書は、PADDとの一貫性を図りながら、121-1に記載された目標の達成を可能

ならしめ、とくに建築の禁止をも伴うことのできる土地使用の一般規則及び地役を
定め、都市区域または都市化区域及び自然（区域）又は農業及び森林保護区域を区
画設定し、かつ、地域の状況に応じて建築物の配置に関する規則を定める。

２.規則書は、土地利用及び建築物の用途に関する以下の規則を定めることができ

る。

①その土地でなすことができる主たる利用または、その土地で行うことができる活
動の性質に応じて、土地の割当を明確にすること

②地域の状況に応じて、許可される建築物の用途及び性質に関する規則を定めるこ
と

③都市区域または都市化区域において、住居計画がその定める低層規模の住宅の割
合［の定め］を伴う［べき］地区を区画設定すること

④都市区域あるいは都市化区域において、居住計画の実施の場合に、当該計画一定
戸数の割合が社会的混在の目標の尊重下にその正確が定める住居類型に当てられる
［べき］地区を区画設定すること

⑤とくに小売業及び近隣商店による商業の多様性を保全または開発させるべき街
区、区各区及び道路を特定し、区画設定すること、及び、場合によっては、その目
標を確保する性質に必要な規則事項を定めること

⑥例外的に、自然、農業または森林区域において、制限された規模及び受容能力の
範囲で［以下のものが（省略）］許可される地区を定める

a）建築物；

b）「2000年7月5日200-614号の旅行者の受け入れと宿泊施設に関する法律」におけ

る意味での旅行者の宿泊施設（居住形態）向けの受け入れ場所や家族向けに貸し出
す土地；

c）常設の宿泊施設として使用しているが、解体できると設定している住居。

c)組み立て式の住居であって、使用者の恒常的な宿泊施設を構成するもの

規則書は、建築物が環境のなかで融合し、その区域の自然面、農業面または森林面
の特徴を維持しながら共有しうるようにするために（建築物の環境のなかでの包
摂、及び、その区域の自然的、農業的または森林的性格の維持を両立するため
に）、建築物の高さ、設置の密度に関する条件の詳細を定める（明確にする）規則
書は、建築物、組み立て式住居または可動式住居が満たすべき、公共インフラへの
接続に関する条件、並びに、衛生又は安全に関する条件を定める。

これらの地区は、県の農業空間消費委員会の意見を聞いた後に、区画設定される。
その意見が３ヶ月の期間内に表明されない場合には、賛成と見なされる。

これらの地区外および、自然・農業・森林区域内に位置する既存の建築物は、用途
変更を適用させることを除いて、修繕するしかできない。

規則書は、農業区域の建築的、文化遺産的利益の観点から、農業の活動を阻害しな
い限りにおいて、用途変更あるいは制限された拡散の対象となる建物を示すことが
できる。用途変更や工事の認可は、「農村と漁村の法典112-1-1条」によって予定さ

れた県の農業空間消費委員会の見解の下で行わなければならない。

規則書は、自然区域の建築的、文化遺産的利益の観点から、用途変更が農業用地の
開発および、景観の質を阻害しない限りにおいて、用途変更の対象となる建物を定
めることができる。この場合、工事の認可は県の自然・景観・景勝委員会の見解の
下で行わなければならない。

同６項の７節は、農業および林業の開発に必要な建築物と施設、ならびに公共施設
もしくは公共事業による必要な建築物と施設には適用されない。

３.規則書は、建築、都市、環境の特徴について［以下のことが］できる：

①建築及び景観の質、エネルギー性能と周辺環境における建築物の融合に貢献する
ために、新築、改修、もしくは改築する建築物の外観、それらの規模、道路への建
築線の条件及び境界線との最低距離の条件、外周の整備に関する規則を定めるこ
と、さらに、生物多様性及び都市における自然の維持に貢献するために、場合に
よっては、その性質に応じて、表土（防水加工しない地面）、あるいはエコ整備
［を行う］面積の下限を強制すること；

②景観要素を特定し位置を決定し、また、文化的、歴史的、建築的、制定的理由、
特に、生態の連続性における保全、維持、回復のために、価値化および再価値化す
べき界隈、区域、建造物、公共空間、モニュメント、景勝地、保護区域を定め、場
合によっては、自然の保護を確保する指示を定めること；
③現行のあるいは計画中の公共交通に近接する地区において、建築の最低密度の範
囲を制限する地区を強制すること；
④建物の設置が予定されている土地において、既存の建物の全部または一部の取り
壊しによって建築許可が交付される地区を定めること；
⑤都市区域において、耕作地や、保護すべき生態の連続性を保つために必要な未開
地や、場合によっては、それらに通じている如何なる設備も建てることができない
建設不可能な場所を特定すること；

⑥特に都市化する地区の、建築物、工事、設置、整備について、規則が定めるエネ
ルギー性能と環境の強化を尊重すること；

４.規則書は、区域の施設事項について［以下のことが］できる。

①維持、修正、新設すべき、街路、歩道、サイクリングコース、公共交通専用の道
路や空間の配置や特性を定め、実際のスキーやその施設整備やリフトのための区
域、場合によっては、あらかじめ整備する可能性のある区域を定めること；

②道路による交通手段条件と建築物を受け入れる若しくは整備の対象となる可能性
のある土地の交通網条件定めること；

下水処理及び雨水処理に関する、地方公共団体一般法典2224-10条が対象とする区域

を定めること；

③都市化する地区の建設、工事、設備、整備について、基礎工事や情報通信におけ
る規則で定める強化された質的基準を満たすこと；

５．規則書は、道路や公共構造物、一般利益の施設、緑地空間、同様に、生態の連
続性に必要な空間のために確保される用地もまた定めることができる。

注）2014年3月24日第2014-366号の法律第157 (V)により修正.
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 一方、フランスの地区詳細計画の計画文書は、

「プラン」と「制限プログラム」という基本構造

は維持しなからも PLU創設以降も修正が加えられ

てきており、現在（ALUR法：2014年 3月）では連

載 2で示したように121、❶説明報告書、❷PADD、

❸整備・プログラム方針（以下「OAP」）、❹規則書

よって構成されている。❶はゾーニングの動因、

適用される規則と一般方針文書の根拠などを定め

ることとなっており、❷は適用地域における都市

計画の政策目的を定める一般方針文書であり、目

指すべき方向性について将来像を市民と共有する

文書である。また、❸は再開発等を行う区域に関

して、環境・景観の活用、不衛生対策、 都市再生

などのために実施する整備の内容が規定されてお

り、❷と一貫していなければならない。❹につい

ては、4種類のゾーニング（都市区域、市街化予

定区域、農業区域、自然・森林区域）と各区域に

適用される規則を定めることとされている。 

 既に触れたように、POSとの違いは、❷❸が付

け加えられた点にあり、❷は、グルネルⅡ法によ

り、空間消費の軽減と都市計画の拡大に対する対

策を実施するための根拠文書（L123-1-3）として

導入され、❸は、従前 ZACとして機能していた事

業計画を事業的手法と規制的手法を一体的に運用

するために PLUのなかに内包された。 

 

(2)計画内容（PLU規定内容）の比較 

 このように PLUの文書における規定内容は変化

してきているが、❶、❷、❸は、目標像や方針   

を示す「プラン」の役割を担い、❸の事業等の実 

現と❹規則書は、建築許可と結合することでその

実効性を確保する。つまり❹（＋❸）は「制限（＋ 

                                                      
121 ❶rapport de presentation, ❷projet d'aménagement et de 

développement durable (PADD), ❸orientations 
d'aménagement et de programmation (OAP), ❹Le 
règlemen. なお、連載 2 において❸を「一般文書

document d'orientations generals」と示してしまった箇所

があり、これについては誤りで、本稿をもって訂正し、

お詫びを申し上げたい。 

表３ 都市計画法典 123-1-5条（Article L123-1-5 ）
１.規則書は、PADDとの一貫性を図りながら、121-1に記載された目標の達成を可能

ならしめ、とくに建築の禁止をも伴うことのできる土地使用の一般規則及び地役を
定め、都市区域または都市化区域及び自然（区域）又は農業及び森林保護区域を区
画設定し、かつ、地域の状況に応じて建築物の配置に関する規則を定める。

２.規則書は、土地利用及び建築物の用途に関する以下の規則を定めることができ

る。

①その土地でなすことができる主たる利用または、その土地で行うことができる活
動の性質に応じて、土地の割当を明確にすること

②地域の状況に応じて、許可される建築物の用途及び性質に関する規則を定めるこ
と

③都市区域または都市化区域において、住居計画がその定める低層規模の住宅の割
合［の定め］を伴う［べき］地区を区画設定すること

④都市区域あるいは都市化区域において、居住計画の実施の場合に、当該計画一定
戸数の割合が社会的混在の目標の尊重下にその正確が定める住居類型に当てられる
［べき］地区を区画設定すること

⑤とくに小売業及び近隣商店による商業の多様性を保全または開発させるべき街
区、区各区及び道路を特定し、区画設定すること、及び、場合によっては、その目
標を確保する性質に必要な規則事項を定めること

⑥例外的に、自然、農業または森林区域において、制限された規模及び受容能力の
範囲で［以下のものが（省略）］許可される地区を定める

a）建築物；

b）「2000年7月5日200-614号の旅行者の受け入れと宿泊施設に関する法律」におけ

る意味での旅行者の宿泊施設（居住形態）向けの受け入れ場所や家族向けに貸し出
す土地；

c）常設の宿泊施設として使用しているが、解体できると設定している住居。

c)組み立て式の住居であって、使用者の恒常的な宿泊施設を構成するもの

規則書は、建築物が環境のなかで融合し、その区域の自然面、農業面または森林面
の特徴を維持しながら共有しうるようにするために（建築物の環境のなかでの包
摂、及び、その区域の自然的、農業的または森林的性格の維持を両立するため
に）、建築物の高さ、設置の密度に関する条件の詳細を定める（明確にする）規則
書は、建築物、組み立て式住居または可動式住居が満たすべき、公共インフラへの
接続に関する条件、並びに、衛生又は安全に関する条件を定める。

これらの地区は、県の農業空間消費委員会の意見を聞いた後に、区画設定される。
その意見が３ヶ月の期間内に表明されない場合には、賛成と見なされる。

これらの地区外および、自然・農業・森林区域内に位置する既存の建築物は、用途
変更を適用させることを除いて、修繕するしかできない。

規則書は、農業区域の建築的、文化遺産的利益の観点から、農業の活動を阻害しな
い限りにおいて、用途変更あるいは制限された拡散の対象となる建物を示すことが
できる。用途変更や工事の認可は、「農村と漁村の法典112-1-1条」によって予定さ

れた県の農業空間消費委員会の見解の下で行わなければならない。

規則書は、自然区域の建築的、文化遺産的利益の観点から、用途変更が農業用地の
開発および、景観の質を阻害しない限りにおいて、用途変更の対象となる建物を定
めることができる。この場合、工事の認可は県の自然・景観・景勝委員会の見解の
下で行わなければならない。

同６項の７節は、農業および林業の開発に必要な建築物と施設、ならびに公共施設
もしくは公共事業による必要な建築物と施設には適用されない。

３.規則書は、建築、都市、環境の特徴について［以下のことが］できる：

①建築及び景観の質、エネルギー性能と周辺環境における建築物の融合に貢献する
ために、新築、改修、もしくは改築する建築物の外観、それらの規模、道路への建
築線の条件及び境界線との最低距離の条件、外周の整備に関する規則を定めるこ
と、さらに、生物多様性及び都市における自然の維持に貢献するために、場合に
よっては、その性質に応じて、表土（防水加工しない地面）、あるいはエコ整備
［を行う］面積の下限を強制すること；

②景観要素を特定し位置を決定し、また、文化的、歴史的、建築的、制定的理由、
特に、生態の連続性における保全、維持、回復のために、価値化および再価値化す
べき界隈、区域、建造物、公共空間、モニュメント、景勝地、保護区域を定め、場
合によっては、自然の保護を確保する指示を定めること；
③現行のあるいは計画中の公共交通に近接する地区において、建築の最低密度の範
囲を制限する地区を強制すること；
④建物の設置が予定されている土地において、既存の建物の全部または一部の取り
壊しによって建築許可が交付される地区を定めること；
⑤都市区域において、耕作地や、保護すべき生態の連続性を保つために必要な未開
地や、場合によっては、それらに通じている如何なる設備も建てることができない
建設不可能な場所を特定すること；

⑥特に都市化する地区の、建築物、工事、設置、整備について、規則が定めるエネ
ルギー性能と環境の強化を尊重すること；

４.規則書は、区域の施設事項について［以下のことが］できる。

①維持、修正、新設すべき、街路、歩道、サイクリングコース、公共交通専用の道
路や空間の配置や特性を定め、実際のスキーやその施設整備やリフトのための区
域、場合によっては、あらかじめ整備する可能性のある区域を定めること；

②道路による交通手段条件と建築物を受け入れる若しくは整備の対象となる可能性
のある土地の交通網条件定めること；

下水処理及び雨水処理に関する、地方公共団体一般法典2224-10条が対象とする区域

を定めること；

③都市化する地区の建設、工事、設備、整備について、基礎工事や情報通信におけ
る規則で定める強化された質的基準を満たすこと；

５．規則書は、道路や公共構造物、一般利益の施設、緑地空間、同様に、生態の連
続性に必要な空間のために確保される用地もまた定めることができる。

注）2014年3月24日第2014-366号の法律第157 (V)により修正.

  

表４　L123-1-5にかかわるグランリヨンのPLU-H運用解釈　（テーマ2：生気候、エコロジー、景観部分のみ）

道具
Outils

植生の創造（EVC）
景観あるいは生態の価値を高め

る空間(EMVPE)

生態の連続性を維持のため
の市街地における耕作地お

よび、未開地（TCE）

生態系の連続性のために確保
された土地

緑地とエコ整備をする面積の割合
維持、修正、新設すべき、街
路、歩道、サイクリングコース

法的
根拠

L123-1-5条　III-1° L123-1-5条　III-2° L123-1-5条　III-5° L123-1-5条　V° L123-1-5条　III-1° L123-1-5条　IV-1°

法的
根拠
（法文）

建築及び景観の質、エネ
ルギー性能と周辺環境に
おける建築物の融合に貢
献するために、新築、改
修、若くは改築する建築
物の外観、それらの規
模、道路への建築線の条
件及び境界線との最低距
離の条件、外周の整備に
関する規則を定めるこ
と、さらに、生物多様性
及び都市における自然の
維持に貢献するために、
場合によっては、その性
質に応じて、表土、ある
いはエコ整備［を行う］
面積の下限を強制するこ
と；

景観要素を特定し位置を決定
し、また、文化的、歴史的、
建築的、制定的理由、特に、
生態の連続性における保全、
維持、回復のために、価値化
および再価値化すべき界隈、
区域、建造物、公共空間、モ
ニュメント、景勝地、保護区
域を定め、場合によっては、
自然の保護を確保する指示を
定めること；

都市区域において、耕作
地や、保護すべき生態の
連続性を保つために必要
な未開地や、場合によっ
ては、それらに通じてい
る如何なる設備も建てる
ことができない建設不可
能な場所を特定すること

規則書は、道路や公共構造
物、一般利益の施設、緑地
空間、同様に、生態の連続
性に必要な空間のために確
保される用地もまた定める
ことができる。

建築及び景観の質、エネル
ギー性能と周辺環境における
建築物の融合に貢献するため
に、新築、改修、もしくは改
築する建築物の外観、それら
の規模、道路への建築線の条
件及び境界線との最低距離の
条件、外周の整備に関する規
則を定めること、さらに、生
物多様性及び都市における自
然の維持に貢献するために、
場合によっては、その性質に
応じて、表土（防水加工しな
い地面）、あるいはエコ整備
［を行う］面積の下限を強制
すること；

維持、修正、新設すべ
き、街路、歩道、サイク
リングコース、公共交通
専用の道路や空間の配置
や特性を定め、実際のス
キーやその施設整備やリ
フトのための区域、場合
によっては、あらかじめ
整備する可能性のある区
域を定めること；

目的

規則書第13条に定められ
ている緑地の取り扱いに
ついて受け入れるための
土地を位置づけ定める。

都市の緑地化および、生態の
連続性の維持および強化に
よって、景観あるいは生態の
保全と価値を高める。

都市区域において、緑地
を強化するために耕作地
を保護および際価値化
し、生態の連続性を維持
する

緑地帯の強化のために、整
体の連続性を創設あるい
は、補修する。

生物多様性の維持に貢献する
ために、都市の緑地を強化す
る。

歩道、サイクリングコー
ス、公共交通専用の道路
網を強化することによっ
て、環境にやさしい交通
を促進する。

PLU-H
におけ
る目的

2005年段階のPLUに存在し
ていた手段だが、行政裁
判所により停止された。
規則第13条の適用と直接
関連するように手段を再
構築する。

2005年段階のPLUに存在して
いた手段だが、計画の中で尊
重されていなかった。適用の
規模を考慮し、その効果を強
化するように再構築する。

●実際に保全すべき緑地空間
の境界をより明確に定める

●生態系の連続性の維持のた
めに適用する領域の範囲を広
げる（ALUR法）
●第123-1-5条　III-2°による法
制度を説明する

に存在していた手段。

PLU-Hではこれを既存の生
態の連続性の中での未開
地の保護を目的とする。
TUCは生態の連続性に貢献
する。

生態の連続性をグラ
フィック化する。

2005年段階のPLUでは道路
や公共建設など公共の利益
および緑地空間を確保する
手段は存在していた。ALUR
法により生態の連続性のた
めのERを定めることも可能
になった。しかし公共用地
への土地の配置に対しての
利用は検討されていない。
PLU－Hでは、生態系の連続
性を創出し必要な土地の保
全のためにERを拡げる。

以下を増加することで都市の
緑地と生物多様性の強化す
る。

●建設計画の実施の際に創設す
る緑地の割合

●この空間の質と多様性
●考慮すべき空間の性質

2005年段階のPLUの手段の
なかで「維持すべき道」
存在している。この手段
は、歩道、サイクリング
コース、公共交通専用の
道路の新設というより、
維持するために適してい
る。土地管理者が不在で
ある土地の既存の道路を
維持することを検討し、
代わりに公共空間や公共
用地の整備計画や工事の
対象とする。

対象

計画の実施にあたり、緑
地化の対象となる全ての
空間。ただし建築物のな
い土地に限る。

景観および生態系に関心のあ
る緑地空間全て歴史的景観構
成を持つ公園はEBCとして登
録される。

U区域のなかでの耕作地。
PLU-Hの中では都市区域で
の農業活動は禁止されな
い。存在する生態の連続
性の中にある未開地を特
定する。その代わり、水
路はN区域に指定。重要な
生態の連続性についてはA
もしくはN区域に指定。そ
れに対し、TCEは都市区域
の中の小さな連続性につ
いて利用される。ただし
この手段は既に存在して
いるものを保護するもの
である。

生態の連続性の新設する可
能性のある土地。

緑地と生物多様性の保全ある
いは強化のために取り扱う空
間、つまりエコ整備の土地で
ある。

生態的価値の割合によって特
徴づけられた、エコ整備面積
と両立しうる全ての土地の面
積（CBS）に対する、尊重しな
ければならないビオトープの
割合を定める（例えば70%を表
土）。（趣意書によれば、
ALUR法案の議論によって導入
された措置。）

既存の道：街路、村道、
新設のために確保された
道、既存のサイクリング
コース、公共交通専用の
道路

環境にやさしい交通の新
設：公共空間あるいは、
公共用地内の工事に限る

対象
区域
ZONE

全て 全て U区域 全て UXとUIを含む全ての区域。た
だしこれらの措置は、区域の
密度によって解釈が変わる
（ヒートアイランド、換気ス
ペース、生物多様性への対応
等）あるいは周辺市街地区域
（景観の保全）

全て

土地利
用への
効力

工事の対象となる土地は
規則第13条によって定め
られた空間および措置に
従わなければならない。
放棄権はない（この手段
は所有権の移譲、土地の
公用化には関与しない）

遺産として、又は景観的価値
があると認識された要素を修
正したり、廃止したりする効
果のある工事で、整備許可の
下に置かれていないものは、
事前申出の手続をとらなけれ
ばならない（R421-23.h）。こ
の空間で実施される工事は
PLU規則書の中に書かれた措
置に従わなければならない。
そうでない場合は事前申請。

第123-1-5条　III-5°で定め
られているように建設不
可能な場所が特定され
る。

建築不可能にするために確
保された土地の登録。生態
の連続性を新設するために
確保されている場合、建築
不可能。法律第123-17条の
適用により、確保された土
地の所有者は自治体にその
土地を取得するように要請
することができる。このた
め、この手段の使用は最小
限にする。

PLUの、特に規則第13条に定め
られている規則措置が適用さ
れる。

いかなる条文もこの措置
の効力について定めてい
ない。対象となる土地の
所有者に対して放棄権が
ないこと、PLU規則によっ
て定められた措置のみ有
効である。しかしながら
規則は指示や特徴を越え
たり、建設や整備を禁止
することはできない。

PLUの
管理
手続

この手段が保護ではな
く、規則第13条の実施方
法を構成する限りにおい
て、その縮小あるいは廃
止については、改定手続
き必要としない。

保護の取り止め：PLUの改定
あるいは修正。

保護手段である限りにお
いて、その手段の縮小や
廃止については修正と同
様の手続を必要とする。

廃止：PLUの改定か整合性
をとる（DUPあるいは計画
宣言）。

ERの創設：修正。

廃止、修正、この措置の追加
は改定手続を必要としない。

廃止、修正、この措置の
追加は改定手続を必要と
しない。

凡例．EVC : Espaces végétalisés à créer 緑地を新設すべき空間、EMVPE : Espaces de mise en valeur paysagère ou écologique　景観あるいは生態の価値を高める空間、TCE : Terrains non bâtis pour
le maintien de continuités écologiques生態の連続性の維持のための用地、TUC : Terrains urbains cultivés市街地における耕作用地、EBC : Espaces boisés classés　登録された森林空間、DUP : Dé
claration d'utilité publique　公益宣言、ER : Emplacement réservé 留保された用地、Zone U : zones urbaines 都市区域、Zone AU : zones à urbaniser 都市化区域、Zone A : zones agricoles　農業区域、
Zone N : zones naturelles et forestières.　自然および森林区域、Zone UX : zone comportant des activités industrielles ou tertiaires. 工業あるいは第3次産業の活動を含む区域、Zone UI : Zone urbaine à
vocation industrielle, artisanale, commerciale ou de services.　工業、手工業、商業、サービス業のための都市区域。
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事業）プログラム」の役割を担っている。その制

限プログラムとして結合する履行担保手段につい

ては後の 6.で示すが、その措置を判断する❹を中

心に規定（すべき）内容が都市計画法典 123-1-5

条（以下「PLU規則内容」）に定められている。こ

れは先に示した日本の「建築条例制限内容」に該

当するものであり、近年、持続可能な発展を目指

したグルネルⅡ法、ALUR法によって大きく書き換

えられてきている。 

 グルネルⅠ法は、「気候変動対策としての温室効

果ガス排出の削減」、「自然環境と生態系の保護・

回復」、「健康や環境へのリスク管理」を目的に制

定され、2050年までの温室効果ガス排出量の削減

目標を1990年比で75％削減することを明記した。

そして、グルネルⅡ法では、これらの諸目標を達

成するため、より技術的で具体的な「PLU規則内

容」に落とし込んだ122。さらに、ALUR法は、グル

ネルⅡ法で規定された「PLU規則内容」を修正し、

特に、地区の整備と自然・農業空間の保護との正

当な均衡を保ちながら、住宅建設を促進する「道

具」（Outils）、住居の密度を高くする等の都市化

の拡散を防ぐための「道具」、生態系、気候、エコ

ロジー、景観への配慮などの持続可能な都市づく

りにかかわる「道具」を加えた（表 3）（「PLU規則

内容」123-1-5の内容））。 

 フランスの「PLU規則内容」と日本の「建築条

例制限内容」を比較すると、フランスのそれは、

①国の政策（都市計画と環境政策、社会政策との

                                                      
122 全体構成は、Ⅰ編:建物と都市計画、Ⅱ編:交通、Ⅲ

編:エネルギー、Ⅳ編:生物多様性、Ⅴ編:リスク・健

康・廃棄物、Ⅵ編:ガバナンスからなる。 

表５  自主解釈指針のPLU-Hへの反映基準　（テーマ2：生気候、エコロジー、景観部分のみ）

道具
Outils 植生の創造（EVC）

景観あるいは生態の価値を高める
空間(EMVPE)

生態の連続性を維持のた
めの市街地における耕作
地および、未開地（TCE）

生態系の連続性のために確保された
土地

緑地とエコ整備をする面積の
割合

維持、修正、新設すべき街路、
歩道、サイクリングコース

法的根拠 L123-1-5条　III-1° L123-1-5条　III-2° L123-1-5条　III-5° L123-1-5条　V° L123-1-5条　III-1° L123-1-5条　IV-1°

❶説明
報告書

この手段の使用の正
当性。

景観および生態系に関心のある
空間の形態。保護登録に指定し
た理由の正当性の説明。

庭や既存の生態の連続
性の特定。この手段の
使用の正当性。

既存の生態の連続性の特定。こ
の手段の使用の正当性

特に高密度の都市区域にお
ける、自然と生物多様性の
強化の必要性の特定。割り
当ての正当性。

環境にやさしい交通を促進
する形態の特定。この手段
の使用の正当性。

❷PADD

❸整備・
プログラム

方針
（OAP）

OAPにおいて景観につ
いて含むことが出来
る。これにより対象
となる空間の景観を
如何に取り扱うかを
定めるための法的措
置を補完することが
出来る。EVCに関する
方向性と法的措置の
整合性が取れるよう
に十分に連関を取
る。

OAP整備において景観および生
態系について含むことが出来
る。これにより規則書により定
められていない、維持すべきあ
るいは価値あるものとすべき空
間、特に計画を実施する区域に
ついて対象となる空間の景観を
如何に取り扱うかを定めるため
の法的措置を補完することが出
来る。EVCに関する方向性と法
的措置の整合性が取れるように
十分に連関を取る。

なし なし なし OAPの中で移動についての項
目を含めることができる。
この項目は維持あるいは新
設すべき環境にやさしい道
路を予定することができ
る。整備の方向性はこれら
の道路を整備するのに十分
であり、またこの手段の範
囲内において規則を定める
ことによって、整備の方向
性を強化することもでき
る。

地区別
計画

Plan de
zonage

EVCの境界を定める。 EMVPEの境界を定める。 TUCとTCEの境界の定
義。

2005年段階のPLUでは、留保され
る場所を定めERはその対象に
よって違うシンボルで表されて
いた。生態の連続性のための土
地については新たなシンボルを
設定できる。生態の連続性を確
保するための道路脇の景観整備
を利用方法によって区別し、図
面で表さなければならない。

なし 対象となる環境にやさしい
交通路の図面。

❹規則書
Le ré

glement

PLU-Hでは、EVCが法
律第13条で定められ
た緑地空間の割合に
取って代わる。

PLU－Hでは、05年段階のPLUの
第2章の措置の原則と、規則第
13条の特別措置について定め
る。最価値化すべき緑地空間の
維持拡大のために、緑地を放棄
することに繋がる部分的な破壊
を許さないことが重要である。
この強化は、対象となる空間を
より詳細に定めることと関連す
るだろう。しかしながら、この
ような空間の修正あるいは廃止
は事前申請が必要で、つまりそ
れは原則的に禁止することが現
実的に可能ではないことを意味
する。これらの空間は、規則の
第13条に定められている一つの
土地において実現しなければな
らない緑地空間の割合に算入す
る。（fiche2.5参照）対象とな
る空間、特に生態的価値がある
が、緑化されていないような空
間の性質に応じて、補完的かつ
違った措置を取るのが好まし
い。

PLU-Hでは、管理、保
護、再価値化のみ許可
される。TUC-TCEに関
する措置は、重複や不
整合を防ぐために、共
通した措置とする。
第123-1-5条　III-5°
によると、特定された
土地は建築不可となっ
ているが、家庭菜園な
どにおいては、法典に
かかれていないので、
物置小屋などのの建設
は可能である。

PLU2005では第2章から第5章で、
確保された土地の登録とその可
能な用途について想起し、コ
ミューンの文書の中のリストを
参照するように定められてい
る。
この措置は引き続き使われ、そ
れに加え、生態の連続性に関連
した用途が加えられる。

PLU－Hのなかで、以下が区
別される。
●緑地空間と、計画地の中
で自由に使える空間の面
積、あるいは、その土地自
体の面積によって定義する
ことが望ましい（高密度化
に最小限必要な面積）。不
可能な場合、対象となる土
地を地図に特定し、特別な
規則を作成する。
●定められた計算方法に応
じて、エコ整備面積は、敷
地面積に加え敷地用件に対
して、一部補償が可能かど
うかを、グランリヨンが定
める。均衡率
（Coefficient de
ponderation）は土地の性
質により変化する。街の中
で不足していると特定され
た地区の緑地の割合を緑地
が増加する方向で定める。

PLU－Hでは、この手段をど
の分野に適用するか：
●　歩道、サイクリング
コースと公共交通
●　新設、修正、維持すべ
き
●　道路の特性も同様に定
めることができる。その場
合は、各道路の特徴を詳細
に定めた表を作り、特定し
なければならない。
なお、選択したオプション
により、規則文書は変わ
る。

共通

凡例．表４凡例参照。
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事業）プログラム」の役割を担っている。その制

限プログラムとして結合する履行担保手段につい

ては後の 6.で示すが、その措置を判断する❹を中

心に規定（すべき）内容が都市計画法典 123-1-5

条（以下「PLU規則内容」）に定められている。こ

れは先に示した日本の「建築条例制限内容」に該

当するものであり、近年、持続可能な発展を目指

したグルネルⅡ法、ALUR法によって大きく書き換

えられてきている。 

 グルネルⅠ法は、「気候変動対策としての温室効

果ガス排出の削減」、「自然環境と生態系の保護・

回復」、「健康や環境へのリスク管理」を目的に制

定され、2050年までの温室効果ガス排出量の削減

目標を1990年比で75％削減することを明記した。

そして、グルネルⅡ法では、これらの諸目標を達

成するため、より技術的で具体的な「PLU規則内

容」に落とし込んだ122。さらに、ALUR法は、グル

ネルⅡ法で規定された「PLU規則内容」を修正し、

特に、地区の整備と自然・農業空間の保護との正

当な均衡を保ちながら、住宅建設を促進する「道

具」（Outils）、住居の密度を高くする等の都市化

の拡散を防ぐための「道具」、生態系、気候、エコ

ロジー、景観への配慮などの持続可能な都市づく

りにかかわる「道具」を加えた（表 3）（「PLU規則

内容」123-1-5の内容））。 

 フランスの「PLU規則内容」と日本の「建築条

例制限内容」を比較すると、フランスのそれは、

①国の政策（都市計画と環境政策、社会政策との

                                                      
122 全体構成は、Ⅰ編:建物と都市計画、Ⅱ編:交通、Ⅲ

編:エネルギー、Ⅳ編:生物多様性、Ⅴ編:リスク・健

康・廃棄物、Ⅵ編:ガバナンスからなる。 

表５  自主解釈指針のPLU-Hへの反映基準　（テーマ2：生気候、エコロジー、景観部分のみ）

道具
Outils 植生の創造（EVC）

景観あるいは生態の価値を高める
空間(EMVPE)

生態の連続性を維持のた
めの市街地における耕作
地および、未開地（TCE）

生態系の連続性のために確保された
土地

緑地とエコ整備をする面積の
割合

維持、修正、新設すべき街路、
歩道、サイクリングコース

法的根拠 L123-1-5条　III-1° L123-1-5条　III-2° L123-1-5条　III-5° L123-1-5条　V° L123-1-5条　III-1° L123-1-5条　IV-1°

❶説明
報告書

この手段の使用の正
当性。

景観および生態系に関心のある
空間の形態。保護登録に指定し
た理由の正当性の説明。

庭や既存の生態の連続
性の特定。この手段の
使用の正当性。

既存の生態の連続性の特定。こ
の手段の使用の正当性

特に高密度の都市区域にお
ける、自然と生物多様性の
強化の必要性の特定。割り
当ての正当性。

環境にやさしい交通を促進
する形態の特定。この手段
の使用の正当性。

❷PADD

❸整備・
プログラム

方針
（OAP）

OAPにおいて景観につ
いて含むことが出来
る。これにより対象
となる空間の景観を
如何に取り扱うかを
定めるための法的措
置を補完することが
出来る。EVCに関する
方向性と法的措置の
整合性が取れるよう
に十分に連関を取
る。

OAP整備において景観および生
態系について含むことが出来
る。これにより規則書により定
められていない、維持すべきあ
るいは価値あるものとすべき空
間、特に計画を実施する区域に
ついて対象となる空間の景観を
如何に取り扱うかを定めるため
の法的措置を補完することが出
来る。EVCに関する方向性と法
的措置の整合性が取れるように
十分に連関を取る。

なし なし なし OAPの中で移動についての項
目を含めることができる。
この項目は維持あるいは新
設すべき環境にやさしい道
路を予定することができ
る。整備の方向性はこれら
の道路を整備するのに十分
であり、またこの手段の範
囲内において規則を定める
ことによって、整備の方向
性を強化することもでき
る。

地区別
計画

Plan de
zonage

EVCの境界を定める。 EMVPEの境界を定める。 TUCとTCEの境界の定
義。

2005年段階のPLUでは、留保され
る場所を定めERはその対象に
よって違うシンボルで表されて
いた。生態の連続性のための土
地については新たなシンボルを
設定できる。生態の連続性を確
保するための道路脇の景観整備
を利用方法によって区別し、図
面で表さなければならない。

なし 対象となる環境にやさしい
交通路の図面。

❹規則書
Le ré

glement

PLU-Hでは、EVCが法
律第13条で定められ
た緑地空間の割合に
取って代わる。

PLU－Hでは、05年段階のPLUの
第2章の措置の原則と、規則第
13条の特別措置について定め
る。最価値化すべき緑地空間の
維持拡大のために、緑地を放棄
することに繋がる部分的な破壊
を許さないことが重要である。
この強化は、対象となる空間を
より詳細に定めることと関連す
るだろう。しかしながら、この
ような空間の修正あるいは廃止
は事前申請が必要で、つまりそ
れは原則的に禁止することが現
実的に可能ではないことを意味
する。これらの空間は、規則の
第13条に定められている一つの
土地において実現しなければな
らない緑地空間の割合に算入す
る。（fiche2.5参照）対象とな
る空間、特に生態的価値がある
が、緑化されていないような空
間の性質に応じて、補完的かつ
違った措置を取るのが好まし
い。

PLU-Hでは、管理、保
護、再価値化のみ許可
される。TUC-TCEに関
する措置は、重複や不
整合を防ぐために、共
通した措置とする。
第123-1-5条　III-5°
によると、特定された
土地は建築不可となっ
ているが、家庭菜園な
どにおいては、法典に
かかれていないので、
物置小屋などのの建設
は可能である。

PLU2005では第2章から第5章で、
確保された土地の登録とその可
能な用途について想起し、コ
ミューンの文書の中のリストを
参照するように定められてい
る。
この措置は引き続き使われ、そ
れに加え、生態の連続性に関連
した用途が加えられる。

PLU－Hのなかで、以下が区
別される。
●緑地空間と、計画地の中
で自由に使える空間の面
積、あるいは、その土地自
体の面積によって定義する
ことが望ましい（高密度化
に最小限必要な面積）。不
可能な場合、対象となる土
地を地図に特定し、特別な
規則を作成する。
●定められた計算方法に応
じて、エコ整備面積は、敷
地面積に加え敷地用件に対
して、一部補償が可能かど
うかを、グランリヨンが定
める。均衡率
（Coefficient de
ponderation）は土地の性
質により変化する。街の中
で不足していると特定され
た地区の緑地の割合を緑地
が増加する方向で定める。

PLU－Hでは、この手段をど
の分野に適用するか：
●　歩道、サイクリング
コースと公共交通
●　新設、修正、維持すべ
き
●　道路の特性も同様に定
めることができる。その場
合は、各道路の特徴を詳細
に定めた表を作り、特定し
なければならない。
なお、選択したオプション
により、規則文書は変わ
る。

共通

凡例．表４凡例参照。

結合）を反映し、②構造、形態・意匠のみならず、

空間利用を想定した規定内容が定められており、

③手法が日本のそれよりも多様である、また、④

近年の社会情勢を反映した多分野にかかわる内容

が定められていることがかわる。 

 

(3)「PLU規則内容」の運用実態（グランリヨンを

例にして） 

 では、PLUの策定主体であるコミューン、EPCI

は、「PLU規則内容」に示された内容をどのように

解釈し、いかなる内容を PLUに規定し、運用して

いるのであろうか。以下では、グランリヨンで策

定されている PLU-Hについてその実態を検討して

みたい。 

 グランリヨンで策定している PLU-Hの❹規則書

123には、563頁にわたり124、区域（ZONE）特性ご

とに、法律が定める「PLU規則内容」に準ずる内

容や独自の内容が定められている。グランリヨン

では、❹の内容を定め、運用していくために、「PLU

規則内容」を独自に解釈する根拠と運用の考え方

を定めた指針（以下「自主解釈指針」）125を設けて

いる。 

 表 4は、その自主解釈指針を整理したものであ

るが、ここでは、全ての内容を列挙するには紙面

が足りないため、「生態系、気候、エコロジー、景

観への配慮」にかかわる部分を抜粋して要約して

いる。この自主解釈指針には、法律（「PLU規則内

容」）が示す「道具」（Outils）ごとに、根拠法文

の目的とグランリヨンの目的を対比させており、

その上で、グランリヨンにおける「対象」「対象区

域」「土地利用への効力」「PLUの管理手続」が定

められている。こうした項目は、法律に対して(a)

                                                      
123 Agence d’urbanisme, Grand Lyon, Plan Local 

d’Urbanisme documenrs generaux régiement, revision 
simplifiee N°13, 2013. 

124 この報告文書を作成するにあたっては、コミューン
レベルで検討された書類を、グランリヨンの専門職員

と、都市計画研究所（Agence Urbanisme）などともに
取りまとめている。 

125 Grand Lyon, PLU-H Des thématiques transversales aux 
outils normatifs transversaux du PLU, 2014.  

 

「PLU規則内容」を解釈する考え方を示している

点、(b) PLUの効果や効力が想定されている点、

(c) PLUの管理の考え方、その改定、修正などの

手続までが提示されている点において PLUの内容

及び運用に正統性を与えている。 

 また、グランリヨンの解釈、運用の考え方を表

4に見ると、日本の地区計画の内容とは異なる少

なくとも次のような特徴が見て取れる。まず、①

法律の趣旨（ALUR法の目的）を重視する基準を踏

まえることが前提となっており、そのうえで、②

高さ規制や容積率などの手段のみならず、裁量を

要する多様な手段が定められ、③新設もしくは創

設する空間に対してだけでなく、維持管理の観点

から指針が示され、④グラフィックや図面による

表記が重視されている。 

 さらに、表 5は、これらの内容を PLUの計画文

書にどのように反映すべきかを示したものである。

これらの内容を見ると、❶説明報告書を中心に、

各規則で定める「道具」の正統性を確保すること

が重視されている。 

 他方、❹規則書（表 5）には、法律（主に「PLU

規則内容」）に定められたもの以外のグランリヨン

独自の項目が見て取れる。その他、グランリヨン

を構成する幾つかのコミューンが独自に定めてい

る規定を運用する地区別の計画126などが存在する

127。例えば、リヨン市の要請で、リヨン市の区域

において高齢化に対応した高齢者住宅の賃借や形

態に関する憲章128を PLU-Hの中に規定として込む

ことが考えられている。こうした法律には規定さ

れていない項目では、建築許可にあたり、「事前申

請」が義務づけられており（表 5下線）、建設や整

備等を禁止するような内容が避けられているが、

可能な範囲で協議・調整が図られるという。こう

した協議・調整による事前手続は日本の条例によ

る運用と類似するところがある。 

 

                                                      
126 Schémas de Secteur 
127 前掲注 22の聞取り調査。 
128 Vill de Lyon, Chart interactive Bailleure Sociaux-vill de 

Lyon, Vieillssement, Solidarités et Habitat Sociaux, 2014. 
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6.地区計画の計画文書とその履行担保手段 

(1)日仏の地区詳細計画の履行担保措置の仕組み 

既述したように、地区計画を構成する計画文書

は「方針」「地区整備計画」であり、これらが履行

担保手段と結合することで実効性が担保される仕

組みとなっている。この都市計画文書と履行担保

手段が結合することによる効果を連載 2では、ア.

方針効果、イ.地区整備計画効果、ウ.建築条例効

果、エ.他法令結合効果として示し、連載 3でその

実態を検討した。その結果、日本の地区計画は、

都市計画文書とそれと結合する履行担保手段の違

いにより、実効性の効果や市町村が抱く期待が異

なるという複雑な仕組みであることを確認できた。

さらに、自治体独自の条例による事前手続によっ

てこれらの実効性を支えている実態が明らかにな

った。 

一方、フランスの PLUは、❶説明報告書、❷PADD、

❸OAPによって方針を示し、❸の事業等による実

現と、❹規則書が建築許可と結合することでその

実効性を確保している。つまり、PLUの策定とは

❶〜❹の策定（❸は任意）を指し、PLUの履行担

保手段は❶〜❹（特に制限プログラムである❹と

事業計画である❸）に対する建築許可というシン

プルなものである。具体的には、❶を前提とした

❷は、具体的な事業内容を示した❸や制限内容を

定めた❹を拘束することで、目標像の実効性を高

め、建築可能性の制限の原則を前提とした建築許

可により❸❹の実効性が担保される。 

 なお、現在、フランスの都市計画にかかわる許

可制には、「建築許可」129、「整備許可」130、「解体

許可」131が設けられている（L421-1、L421-2、L421-3）

（連載 2を参照）。このうち、建築許可は、全ての

                                                      
129 permis de construire. PLUを策定するコミューンには
建築許可権限が与えられることはすでに述べている。 

130 permis d’aménager. 既存建築物に対して行われるも
の以外の工事、設置、および整備は、限定列挙される

もののみが都市計画法典上の許可・事前申出の対象と

なる（R421-18 条）。 
131 permis de démolir. 既存建築物で、保護の対象となる
ものや、市町村議会が解体許可制度を創設した市町村

内に位置しているものは、解体工事の前に許可の交付

を受けなければならない（L.421-3 条）。 

建築行為（constructions）を行う際に事前に交付

を受けなければならない許可であり（L421-1）、提

出された建築計画が都市計画・建築規制に関する

法令上の規範に照らして許可されるものであるこ

とを証明する一方的行政行為であり、行政裁判所

に訴訟を提起することのできる行為である132。ま

た、これらの許可の前に「事前申出」133が存在す

る。この事前申出とは、申出から原則として 1 ヶ

月以内に行政庁が異議を表明しなかった場合のみ、

申出者は建築計画を実施することができるという

手続である。 

 

(2)建築許可における履行措置の実態（リヨン市を

事例として） 

1)建築許可の運用実態 

 では、PLUの履行担保手段である建築許可にお

いてどのような運用がなされているのか。建築許

可権限はコミューンに付与されていることから、

ここでは、グランリヨンを構成する中心的コミュ

ーンであるリヨン市を対象に PLUにおける建築許

可の運用実態を検討する。 

 日本と同様に、フランスにおいても建築許可に

あたり事業者や地権者（事業者等）が建築許可申

請書（Celfa）134を提出する。そして、その内容が

PLU（特に❹規則書）に適合しているかの審査が行

われ、適合していれば事業者等は建設に取り掛か

ることが出来る。なお、❸は、❹との調整を経て

実施される。 

 リヨン市の建築許可手続の実際の流れを紹介し

よう。まず、①事業者が建築許可申請書を提出し、

②建築許可担当者に事業計画を説明する。その後、

③②の担当者が各部署を回り意見を聞く（申請文

書は何枚かの綴になっており、同様のものを 11

にわたる所管課に提出させる）。そして、④建築許 

可申請は許可に至こととなるが、その際、全ての 

                                                      
132 服部麻理子「フランスの建築許可制度にみる裁量統
制のあり方」一橋法学第 10巻 3号（2011年）285-341
頁。 

133 déclaration préalable. 
134 土地の状況、建築家の名前、計画内容などを示した、
いわば、日本の建築確認申請書のようなもの。 
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6.地区計画の計画文書とその履行担保手段 

(1)日仏の地区詳細計画の履行担保措置の仕組み 

既述したように、地区計画を構成する計画文書

は「方針」「地区整備計画」であり、これらが履行

担保手段と結合することで実効性が担保される仕

組みとなっている。この都市計画文書と履行担保

手段が結合することによる効果を連載 2では、ア.

方針効果、イ.地区整備計画効果、ウ.建築条例効

果、エ.他法令結合効果として示し、連載 3でその

実態を検討した。その結果、日本の地区計画は、

都市計画文書とそれと結合する履行担保手段の違

いにより、実効性の効果や市町村が抱く期待が異

なるという複雑な仕組みであることを確認できた。

さらに、自治体独自の条例による事前手続によっ

てこれらの実効性を支えている実態が明らかにな

った。 

一方、フランスの PLUは、❶説明報告書、❷PADD、

❸OAPによって方針を示し、❸の事業等による実

現と、❹規則書が建築許可と結合することでその

実効性を確保している。つまり、PLUの策定とは

❶〜❹の策定（❸は任意）を指し、PLUの履行担

保手段は❶〜❹（特に制限プログラムである❹と

事業計画である❸）に対する建築許可というシン

プルなものである。具体的には、❶を前提とした

❷は、具体的な事業内容を示した❸や制限内容を

定めた❹を拘束することで、目標像の実効性を高

め、建築可能性の制限の原則を前提とした建築許

可により❸❹の実効性が担保される。 

 なお、現在、フランスの都市計画にかかわる許

可制には、「建築許可」129、「整備許可」130、「解体

許可」131が設けられている（L421-1、L421-2、L421-3）

（連載 2を参照）。このうち、建築許可は、全ての

                                                      
129 permis de construire. PLUを策定するコミューンには
建築許可権限が与えられることはすでに述べている。 

130 permis d’aménager. 既存建築物に対して行われるも
の以外の工事、設置、および整備は、限定列挙される

もののみが都市計画法典上の許可・事前申出の対象と

なる（R421-18 条）。 
131 permis de démolir. 既存建築物で、保護の対象となる
ものや、市町村議会が解体許可制度を創設した市町村

内に位置しているものは、解体工事の前に許可の交付

を受けなければならない（L.421-3 条）。 

建築行為（constructions）を行う際に事前に交付

を受けなければならない許可であり（L421-1）、提

出された建築計画が都市計画・建築規制に関する

法令上の規範に照らして許可されるものであるこ

とを証明する一方的行政行為であり、行政裁判所

に訴訟を提起することのできる行為である132。ま

た、これらの許可の前に「事前申出」133が存在す

る。この事前申出とは、申出から原則として 1 ヶ

月以内に行政庁が異議を表明しなかった場合のみ、

申出者は建築計画を実施することができるという

手続である。 

 

(2)建築許可における履行措置の実態（リヨン市を

事例として） 

1)建築許可の運用実態 

 では、PLUの履行担保手段である建築許可にお

いてどのような運用がなされているのか。建築許

可権限はコミューンに付与されていることから、

ここでは、グランリヨンを構成する中心的コミュ

ーンであるリヨン市を対象に PLUにおける建築許

可の運用実態を検討する。 

 日本と同様に、フランスにおいても建築許可に

あたり事業者や地権者（事業者等）が建築許可申

請書（Celfa）134を提出する。そして、その内容が

PLU（特に❹規則書）に適合しているかの審査が行

われ、適合していれば事業者等は建設に取り掛か

ることが出来る。なお、❸は、❹との調整を経て

実施される。 

 リヨン市の建築許可手続の実際の流れを紹介し

よう。まず、①事業者が建築許可申請書を提出し、

②建築許可担当者に事業計画を説明する。その後、

③②の担当者が各部署を回り意見を聞く（申請文

書は何枚かの綴になっており、同様のものを 11

にわたる所管課に提出させる）。そして、④建築許 

可申請は許可に至こととなるが、その際、全ての 

                                                      
132 服部麻理子「フランスの建築許可制度にみる裁量統
制のあり方」一橋法学第 10巻 3号（2011年）285-341
頁。 

133 déclaration préalable. 
134 土地の状況、建築家の名前、計画内容などを示した、
いわば、日本の建築確認申請書のようなもの。 

部署の了解が得られないと許可されない。 

 例えば、ある事業者が 50棟のマンションを建設

するための申請書を提出する。これに対してリヨ

ン市はグランリヨンの公衆衛生課に意見を聞いた

り、もしその土地が景観保護地区の場合 ABF135（歴

史的モニュメント監視建築家）の意見を聞いたり、

交通渋滞の状況などについて道路課に問い合わせ

たりなどを行うという。そしてこれらの関連部署

への意見聴取や調整を経て、事業者との許可権限

のための協議が行われる。具体的には、❹規則書

に適合していない場合や、地域に問題が生じる場

合は、直ちに申請を却下するわけではなく、事業

者等に追加の書類を要求するなどして、計画の変

更を要請するなどの妥協点が協議される。ただし、

この協議手続には非常に労力と時間を要するとい

う。 

2)承認内容の実現 

 日本の建築確認申請の場合、確認済書が発行さ

れた後は着工することができ、一定の建築物につ

いては、中間検査があり、さらに全ての申請建築

物は完了検査申請が必要となる。 

 フランスの場合、建築許可の内容と実際に建て

られるものが違う場合、コミューンが建築許可の

内容に即するよう事業者等と調整を行うプロセス

が存在する。そしてその許可された建築物が規則

書と照らし合わせて不可能な場合は、コミューン

が「調書」（Procès-verbaux）を作成する。例えば、

リヨン市では、1物件に 10名ほどの調査員（専属

の調査員がチームを結成）が当該案件の現場に出

向いて建築許可の承認内容と合致しているかの調

査及び審査を実施する。この審査により PLUに合

致していない場合は、このまま工事を続ければ勧

告をする（調書を作成する旨を申請者に知らせる）。

リヨン市では、以上のようなプロセスを実施する

にあたり技術的に対応できる多くの人材を確保し

組織を構成している。しかし、小規模なコミュー

ンではリヨン市のような体制を整えることができ

ない場合も少なくないという。 

                                                      
135 ABF：Architect bâtiment de France 

 そして、勧告に従わなかった場合、「検事」

（Procureur de la République）に調書を送り、

訴訟ないし「行政裁判官」（Juge de tribunal 

administratif）が建物の解体か、罰金を言い渡す

こととなる。リヨン市の場合、近年、調書を作成

する場合が増えているが、検事に調書を送るまで

に至ることは稀であるという。他方、建築許可申

請が行われず工事がなされるケースが増えており、

このことから、地域への周知や理解は重要であり、

PLU（これまでの地区詳細計画も含み）の継承を丁

寧に行う必要性が認識されている。 

3)規制的手法を踏まえ事業を行うための財源 

 フランスでは、公共施設の整備等を行うための

財源として「整備税」（Taxe d’aménagement）が

存在する。この税金は、建築許可を行う事業に対

して課されるもので、事業者は、国の税源

（Trésorerie publique）として、定められた様式

に従い、建築許可申請書に記される建設予定面積

と用途（住宅、事務所など）によって課税される。

そして、この徴収された租税はコミューンの公共

施設等の整備の財源として使用される。例えば、

個人が 30㎡の面積の建設をすると約 1000ユーロ

が租税となり、その金額のうち 1/7がリヨン市に、

6/7がグランリヨンに配分され、道路等の都市施

設の建設費に使われる。 

 なお、この制度は以前、「施設地方税」（Taxe 

locale d’équipement）と呼ばれ、建築許可を申

請する際、複数の税金が存在していた。例えば、

施設に関する税金および建築に関する助言につい

ての支払い、緑地空間の保護に利用される税金な

どである。そして 2010年の財政法（loi de fiance）
136により改定され、類似の税制が「整備税」とし

てまとめられた。「整備税」は、コミューン等に税

率を選択する自由が与えられ（例えば、その税率

は、整備面積の概ね 1～5%）また、コミューン等

が用途も設定できる137。 

                                                      
136 LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances 

rectificative pour 2010. 
137 例えば、コミューンが、社会供給住宅にはこの税金
を適用しないということを定めることもできる。 
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 加えて、エコロジー省の担当官138によれば、❸

OAPが PLUに包含されたことにより、❹による規

制的手法を周辺環境と合わせて環境を整えていく

ための方策が押し進められていることに伴い、国

では、この方策を実現するための自由度の高い財

源の創設を検討しているという。 

 
Ⅲ．フランスの PLUの意義と実態 

 これまでみてきた日本の地区計画の実態及び課

題に対するフランスの地区詳細計画の意義と実態

を連載 2で示した視点ごとにまとめ、考察すると

以下となる。 

1.地区詳細計画の背景と趣旨 

 日仏ともに、1919年に都市計画法が誕生し、い

ずれの法律も社会構造の変化、都市への人口集中

により必要とされる市街地整備等を統制するため

に創設されたことを連載 1で確認した。しかし日

本の地区詳細計画すなわち地区計画は、都市計画

制定後、半世紀以上の時を経て創設（1980年）し、

その意義も、既存の都市計画法と建築基準法の補

完に過ぎなかった（連載 3）。それに対してフラン

スの地区詳細計画は、都市計画の意義「目標像の

設定とそれを実現するための手法を整えそれらを

総合的に機能させること」（連載 1）の中心的な手

法として基礎自治体レベルで地域の目標像を決定

し、それを総合的に実現する制度として都市計画

法制定以降、持続的・累積的・重層的に（連載 1）

形を変えつつも運用されてきている＜構造的相違

①＞。こうした日本との比較におけるフランスの

実態（地区詳細計画の背景と趣旨、経緯）から、

フランスでは、地区詳細計画を都市計画による統

制の基礎とすべきであるという認識が見て取れる

＜構造的相違②＞。 

 そして近年にかけて、社会情勢の変化に伴い日

仏ともに都市計画制度の再構築が求められてきて

いる。日本においては人口減少、フランスにおい

ては「連帯の要求」という異なる原理を持ち合わ

せているものの、1980年代の地方分権の流れを踏

                                                      
138 前掲注 22による聞取り調査による。 

まえつつ、環境に配慮した持続可能な都市の発展

を目指している点は類似している。こうした変化

に対して、フランスでは 1983年権限配分法に伴う

都市計画法の改正により二層の都市計画体系とと

もに「建築可能性の制限の原則」が導入され、2000

年の SRU 法により都市計画体系を統合的計画

（SCOT）と、実効性の高い地区詳細計画（PLU）に

再構築し、その際に規定された「都市化の制限の

原則」を前提に、グルネルⅠ法、グルネルⅡ法、

ALUR法によって具体的な展開、強化が図られてき

ている。その強化の方向性は、後述する計画間の

一貫性と計画文書の充実である＜動向的相違①＞。

こうした変化に対する地区詳細計画を自治体が運

用、継承する動因として「計画（地区詳細計画が）

なければ開発（建築物の建設、土地利用転換）な

し」という前記の 2つの原則（「建築可能性の制限

の原則」「都市化の制限の原則」）＜構造的相違③

＞が挙げられ、SCOTとPLUの策定を促す展開から、

この 2つの原則が、基礎自治体等の自主性や意思

決定を重視しつつ前述の都市計画の統制に関する

認識を促し、基礎自治体の自主性を国が補完する、

あるいは国政の観点から国がその役割を担う前提

になっていることがわかった＜手法的相違①＞。 

 

2.計画体系の動向と一貫性の実態 

 1992 年に整えられた日本の二層二段の都市計

画体系において、区域区分や用途地域など都道府

県レベルの土地利用計画（すなわち一層一段）が

中心に運用されてきており、市町村 MPと地区計画

は補完的に位置づけられてきた。とりわけ、都市

計画法において計画間の一貫性を確保する規定が

ないわけではないが、その規定を見る限り、市町

村 MPが機能しなければならない。また、日本の都

市計画体系には、一貫性を具現化する方策が整え

られていないためにそれを確認し、履行を押し進

めることはできないという課題がある（連載 3）。 

 これに対して、フランスの二層の都市計画体系

は、1967年法により整えられており、SD-POSとい

う体系を経て、今日 SCOT-PLUという二層の計画体

系が運用され、計画間の一貫性とその具現化が重
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 加えて、エコロジー省の担当官138によれば、❸

OAPが PLUに包含されたことにより、❹による規

制的手法を周辺環境と合わせて環境を整えていく

ための方策が押し進められていることに伴い、国

では、この方策を実現するための自由度の高い財

源の創設を検討しているという。 

 
Ⅲ．フランスの PLUの意義と実態 

 これまでみてきた日本の地区計画の実態及び課

題に対するフランスの地区詳細計画の意義と実態

を連載 2で示した視点ごとにまとめ、考察すると

以下となる。 

1.地区詳細計画の背景と趣旨 

 日仏ともに、1919年に都市計画法が誕生し、い

ずれの法律も社会構造の変化、都市への人口集中

により必要とされる市街地整備等を統制するため

に創設されたことを連載 1で確認した。しかし日

本の地区詳細計画すなわち地区計画は、都市計画

制定後、半世紀以上の時を経て創設（1980年）し、

その意義も、既存の都市計画法と建築基準法の補

完に過ぎなかった（連載 3）。それに対してフラン

スの地区詳細計画は、都市計画の意義「目標像の

設定とそれを実現するための手法を整えそれらを

総合的に機能させること」（連載 1）の中心的な手

法として基礎自治体レベルで地域の目標像を決定

し、それを総合的に実現する制度として都市計画

法制定以降、持続的・累積的・重層的に（連載 1）

形を変えつつも運用されてきている＜構造的相違

①＞。こうした日本との比較におけるフランスの

実態（地区詳細計画の背景と趣旨、経緯）から、

フランスでは、地区詳細計画を都市計画による統

制の基礎とすべきであるという認識が見て取れる

＜構造的相違②＞。 

 そして近年にかけて、社会情勢の変化に伴い日

仏ともに都市計画制度の再構築が求められてきて

いる。日本においては人口減少、フランスにおい

ては「連帯の要求」という異なる原理を持ち合わ

せているものの、1980年代の地方分権の流れを踏

                                                      
138 前掲注 22による聞取り調査による。 

まえつつ、環境に配慮した持続可能な都市の発展

を目指している点は類似している。こうした変化

に対して、フランスでは 1983年権限配分法に伴う

都市計画法の改正により二層の都市計画体系とと

もに「建築可能性の制限の原則」が導入され、2000

年の SRU 法により都市計画体系を統合的計画

（SCOT）と、実効性の高い地区詳細計画（PLU）に

再構築し、その際に規定された「都市化の制限の

原則」を前提に、グルネルⅠ法、グルネルⅡ法、

ALUR法によって具体的な展開、強化が図られてき

ている。その強化の方向性は、後述する計画間の

一貫性と計画文書の充実である＜動向的相違①＞。

こうした変化に対する地区詳細計画を自治体が運

用、継承する動因として「計画（地区詳細計画が）

なければ開発（建築物の建設、土地利用転換）な

し」という前記の 2つの原則（「建築可能性の制限

の原則」「都市化の制限の原則」）＜構造的相違③

＞が挙げられ、SCOTとPLUの策定を促す展開から、

この 2つの原則が、基礎自治体等の自主性や意思

決定を重視しつつ前述の都市計画の統制に関する

認識を促し、基礎自治体の自主性を国が補完する、

あるいは国政の観点から国がその役割を担う前提

になっていることがわかった＜手法的相違①＞。 

 

2.計画体系の動向と一貫性の実態 

 1992 年に整えられた日本の二層二段の都市計

画体系において、区域区分や用途地域など都道府

県レベルの土地利用計画（すなわち一層一段）が

中心に運用されてきており、市町村 MPと地区計画

は補完的に位置づけられてきた。とりわけ、都市

計画法において計画間の一貫性を確保する規定が

ないわけではないが、その規定を見る限り、市町

村 MPが機能しなければならない。また、日本の都

市計画体系には、一貫性を具現化する方策が整え

られていないためにそれを確認し、履行を押し進

めることはできないという課題がある（連載 3）。 

 これに対して、フランスの二層の都市計画体系

は、1967年法により整えられており、SD-POSとい

う体系を経て、今日 SCOT-PLUという二層の計画体

系が運用され、計画間の一貫性とその具現化が重

んじられてきている。具体的には、SCOT を中心に

持続可能な発展など、法律の趣旨を実現する上で

重要な分野と考えられている他分野の計画と整合

（compatibilité）、あるいは統合化（intégrateur）

させることで政策領域・空間範囲の一貫性が強め

られてきている。そして、PLUは SCOTとの整合が

義務付けられた上で、それらの一貫性を実現する

という観点から強化されてきている。このような

SCOTとPLUの一貫性に関する法律の変化＜動向的

相違②＞と手法＜手法的相違②＞は、日本の市町

村 MP と地区計画の機能と関係に示唆を与えるも

のであると考えられる。 

 また、一貫性を具現化するための確認、履行を

推し進める方策としては、地方長官（préfet）の

判断、すなわち国レベルの判断が強められている。

このような国の代表である地方長官によって計画

相互の拘束力を強化する方策（事後統制）に、持

続可能な発展を実現するための、国の役割が見て

取れた＜手法的相違③＞＜構造的相違④＞。 

 他方、規制的手法と事業的手法の総合的な運用

については、日本の地区計画は、制度創設当初

（1980年）から一体的に運用することが想定され

ていたことに対して、フランスが事業的手法 ZAC

（1967年）を 2000年に PLUに内包し、グルネル

法には PLUの計画文書のなかに、従来の規則書と

整備・プログラム方針（OAP）を義務付け一体的運

用を可能にしている。こうした制度の見直しから

規制的手法と事業的手法の総合的な運用の必要性

が見てとれた＜動向的相違③＞＜運用的相違③＞。 

 

3.適用対象 

 フランスの PLUが、1コミューンあるいは EPCI

の行政区域を単位として PLUが決定されるのに対

して、日本の地区計画は、市町村の行政区域のな

かの適用区域要件に該当した「街区」を対象とし

ている点で異なっている。しかし、都市計画体系

や地区詳細計画の定義に照らせば PLUと地区計画

は比較対象として妥当であるといえる。 

 フランスでは、地区詳細計画の創設当初は、1

万人以上のコミューンを対象とするなど、一定規

模の自治体のみを対象とする計画であったが、権

限配分法制定（1983年）（地方分権改革）以降、

全国のコミューンで自主的に制定することが可能

となっている。日本の地区計画は創設当初から市

町村全てでその権限が付与されている。つまり、

日仏ともに全国全て基礎自治体において地区詳細

計画を定めることができる。特に、近年フランス

ではEPCIという広域行政組織でPLUを運用するこ

とが促されている。 

 具体的には、広域行政組織である EPCIが策定す

る地区詳細計画、すなわち PLUiが創設され、PLU

の対象空間を拡大させ、その適用が推し進められ

ている。主な理由は 2つあり、1つに、PLUと SCOT

との関係及び SCOTの全国的普及促進、2つに、コ

ミューンの連帯の強化による PLUの全国的普及で

ある。このような動向から全国で一貫性を確保す

るための主要なツールである SCOTとその実現性

を高めた PLU（PLUi）の普及が推し進められ、都

市計画による統制が強められている傾向が見て取

れた＜動向的相違④＞。また、その運用実態（策

定状況等）からは、従前の地区詳細計画を更新す

る形（改定）で計画が策定されていること、POS

と PLUを合計すると（すなわち、地区詳細計画の

数）全コミューンの数の半数近くで策定しており、

面積においては 5割強、人口にいたっては 9割強

の地域で策定されていることがわかった＜構造的

相違⑤＞。また、PLUiの承認状況を見ると、その

数は少ないものの、PLUiは、CCや RNUを取り込み

策定されている。 

 さらに、こうした運用を推し進める国の措置（支

援やインセンティブ）として、第一に、PLUの策

定にかかる費用の補助金、第二に、建築可能性の

制限の原則と都市化の制限の原則を動機として定

められる義務規定、第三に、PLUiを策定すること

で提供される財政的インセンティブ手法が用いら

れている＜手法的相違④＞。 

 以上の適用対象の拡大や適用を促す法律の改正

などからは、全国の都市計画を二層の都市計画

（SCOT・PLU）により統制していこうとする意図が

うかがえる。 
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4.策定及び決定手続 

 日本における地区詳細計画の策定及び決定に際

して実施されている利害関係人等の合意形成や同

意調達は、法令には明確には規定されていないも

のの地区計画適用による制限等に対する正統性を

確保する方法であると考えられてきている。しか

し、とりわけ近年、いずれの市町村でも、住民等

を中心としたまちづくり活動が進まなくなってき

ており、このことにより住民発意の計画づくりも

容易ではなく、合意形成や同意を調達することが

課題となっている。とりわけ、市町村ではこれら

のプロセスを実施する財源不足が提起されていた。  

 一方、フランスにおいては、方法や主体（「様態」）

が、策定主体の議会で議決される点、「総括」（Bilan）

が重要視されている点で日本の策定手続とは異な

っている。「総括」は、コンセルタシオンの意義と

目的、対象と枠組み、そして、そこで検討、報告・

調査分析などされた情報を記し、民意を反映した

実態を記すことで手続の正統性を担保している。

また、フランスでは日本で実施されている「利害

関係人等の同意調達」は、一般意思性を阻害し、

個別利益への妥協として、かえって、正統性を棄

損させると考えられている＜構造的相違⑥＞。な

お、こうしたプロセスを実施する財源は国からの

補助金も少なくないが、コミューン等の一般財源

として取り扱われており、予算の規模は策定者の

自主性に基づいている＜手法的相違⑤＞。 

 以上の地区詳細計画の策定及び決定に関して、

フランスでは、都市計画文書はその更新であると

いうことを前提に、手続が設定されており、近年、

その手続の簡素化、種類の充実が図られてきてい

る＜動向的相違⑤＞。特に、更新にあたってはそ

の変更手続の段階と考え方を明確にしている点＜

手法的相違⑥＞、基礎自治体と広域行政組織の立

場や役割を明確にした上で計画内容及び変更の調

整がおこなわれている点が特徴的である。 

 

5.計画内容の拡大、詳細性 

日本の地区計画が定める計画内容は、都市計画 

法及び建築基準法に準じて限定的である。 

 これに対して、フランスの地区詳細計画の対象

領域（分野）は社会情勢の変化を踏まえ拡大し、

詳細性が増している。まず、計画が定める目的の

内容が広範となり（拡大）、それを具体化するため

の都市計画文書、❶説明報告書、❷PADD、❸整備

プログラム方針（OAP）、❹規則書において、手段

（Outils）を中心に充実（詳細性）が図られてき

ている。特に ALUR法では、❹について、地区の整

備と自然・農業空間の保護との正当な均衡を保ち

ながら、住宅建設を促進する「道具」（Outils）、

住居の密度を高くする等の都市化の拡散を防ぐた

めの「道具」、生態系、気候、エコロジー、景観へ

の配慮などの持続可能な都市づくりにかかわる

「道具」が加えられた＜動向的相違⑥＞＜手法的

相違⑦＞。具体的には、地区詳細計画により制限

等を行う内容を示す、フランスの「PLU規則内容」

（L123-1-5）と、それを同様の役割を担う日本の

「建築条例制限内容」（連載3表6）を比較すると、

フランスのそれは、①国の政策を反映し、②構造、

形態・意匠のみならず、空間利用を想定した規定

内容が定められており、⑤制限手法が日本のそれ

よりも多様である。また、④多分野にかかわる内

容が定められている。 

 加えてグランリヨンでは、法律が定める「PLU

規則内容」を自主的に解釈するための自主解釈指

針が定められていた。この指針は、(a)「PLU規則

内容」を解釈する考え方を示している点、(b) PLU

の効果や効力が想定されている点、(c) PLUの管

理の考え方、その改定、修正などの手続までが提

示されている点で PLUの内容及び運用に正統性を

与えている＜手法的相違⑧＞。また、その内容は、

①法律の趣旨を踏まえて、ALUR法の目的を重視す

る基準を踏まえることが前提となっており、その

うえで、②高さ規制や容積率などの手段のみなら

ず、裁量を要する多様な手段が定められ、③新設

もしくは創設する空間に対してだけでなく、維持

管理の観点から指針が示され、④グラフィックや

図面による表記が重視されているなど、解釈の幅

が非常に大きい＜構造的相違⑦＞。さらに、グラ

ンリヨンでは、法律が定める「PLU規則内容」に
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4.策定及び決定手続 

 日本における地区詳細計画の策定及び決定に際
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意調達は、法令には明確には規定されていないも

のの地区計画適用による制限等に対する正統性を

確保する方法であると考えられてきている。しか

し、とりわけ近年、いずれの市町村でも、住民等

を中心としたまちづくり活動が進まなくなってき

ており、このことにより住民発意の計画づくりも

容易ではなく、合意形成や同意を調達することが

課題となっている。とりわけ、市町村ではこれら

のプロセスを実施する財源不足が提起されていた。  

 一方、フランスにおいては、方法や主体（「様態」）

が、策定主体の議会で議決される点、「総括」（Bilan）

が重要視されている点で日本の策定手続とは異な

っている。「総括」は、コンセルタシオンの意義と

目的、対象と枠組み、そして、そこで検討、報告・

調査分析などされた情報を記し、民意を反映した

実態を記すことで手続の正統性を担保している。

また、フランスでは日本で実施されている「利害

関係人等の同意調達」は、一般意思性を阻害し、

個別利益への妥協として、かえって、正統性を棄

損させると考えられている＜構造的相違⑥＞。な

お、こうしたプロセスを実施する財源は国からの

補助金も少なくないが、コミューン等の一般財源

として取り扱われており、予算の規模は策定者の

自主性に基づいている＜手法的相違⑤＞。 

 以上の地区詳細計画の策定及び決定に関して、

フランスでは、都市計画文書はその更新であると

いうことを前提に、手続が設定されており、近年、

その手続の簡素化、種類の充実が図られてきてい

る＜動向的相違⑤＞。特に、更新にあたってはそ

の変更手続の段階と考え方を明確にしている点＜

手法的相違⑥＞、基礎自治体と広域行政組織の立

場や役割を明確にした上で計画内容及び変更の調

整がおこなわれている点が特徴的である。 

 

5.計画内容の拡大、詳細性 

日本の地区計画が定める計画内容は、都市計画 

法及び建築基準法に準じて限定的である。 

 これに対して、フランスの地区詳細計画の対象

領域（分野）は社会情勢の変化を踏まえ拡大し、

詳細性が増している。まず、計画が定める目的の

内容が広範となり（拡大）、それを具体化するため

の都市計画文書、❶説明報告書、❷PADD、❸整備

プログラム方針（OAP）、❹規則書において、手段

（Outils）を中心に充実（詳細性）が図られてき

ている。特に ALUR法では、❹について、地区の整

備と自然・農業空間の保護との正当な均衡を保ち

ながら、住宅建設を促進する「道具」（Outils）、

住居の密度を高くする等の都市化の拡散を防ぐた

めの「道具」、生態系、気候、エコロジー、景観へ

の配慮などの持続可能な都市づくりにかかわる

「道具」が加えられた＜動向的相違⑥＞＜手法的

相違⑦＞。具体的には、地区詳細計画により制限

等を行う内容を示す、フランスの「PLU規則内容」

（L123-1-5）と、それを同様の役割を担う日本の

「建築条例制限内容」（連載3表6）を比較すると、

フランスのそれは、①国の政策を反映し、②構造、

形態・意匠のみならず、空間利用を想定した規定

内容が定められており、⑤制限手法が日本のそれ

よりも多様である。また、④多分野にかかわる内

容が定められている。 

 加えてグランリヨンでは、法律が定める「PLU

規則内容」を自主的に解釈するための自主解釈指

針が定められていた。この指針は、(a)「PLU規則

内容」を解釈する考え方を示している点、(b) PLU

の効果や効力が想定されている点、(c) PLUの管

理の考え方、その改定、修正などの手続までが提

示されている点で PLUの内容及び運用に正統性を

与えている＜手法的相違⑧＞。また、その内容は、

①法律の趣旨を踏まえて、ALUR法の目的を重視す

る基準を踏まえることが前提となっており、その

うえで、②高さ規制や容積率などの手段のみなら

ず、裁量を要する多様な手段が定められ、③新設

もしくは創設する空間に対してだけでなく、維持

管理の観点から指針が示され、④グラフィックや

図面による表記が重視されているなど、解釈の幅

が非常に大きい＜構造的相違⑦＞。さらに、グラ

ンリヨンでは、法律が定める「PLU規則内容」に

はない独自の基準を設けている。この基準は、事

前申請時の協議・調整によって実現されているが、

これは、日本の条例による運用と類似している。 

 
6.実現手法と履行担保手段 

 日本の地区計画は、計画文書と履行担保手段の

違いによりその効果やそれへの期待は異なるとい

う複雑な仕組みであった。そのなかで建築確認と

いう履行担保手段と結合している建築条例に定め

ることが実効性を確保することであると認識され

ている。しかし、建築確認では、「建築条例制限内

容」を限定的に判断される。従って市町村は、自

治体独自の条例等による事前手続により「建築条

例制限内容」以外の計画内容の実効性を支えてい

る。 

 このような日本の地区計画とその履行担保手段

のあり方に対して、フランスの PLUの場合、PLU

の内容に対して建築許可の対象となるというシン

プルなものである。フランスの建築許可は、PLU

の特に❹規則書に適合することを基本に運用され

ているものの、5．で見たように規則書を作成（「PLU

規定内容」を解釈）する段階、そして許可の段階、

許可内容を実現する段階ともにコミューンの裁量

が大きい、いわば「裁量許可制」であるといえる

＜構造的相違⑧＞。また、技術的な正統性も重要

であると考えられており、リヨン市やグランリヨ

ンでは、これらに対応できうる人材や体制が整え

られていた。そして、PLUの履行を担保するため

には、事業者等に PLUの内容と手続を理解しても

らうことが不可欠であり、地区詳細計画を住民の

理解のもとで更新していくことの重要性が認識さ

れていた＜運用的相違④＞。 

 他方、法律により、PLUが事業計画 OAPを包含

することとなり、規制手法と事業手法を一体的に

運用するための都市計画文書は整えられた。加え

て、フランスでは、規制的手法を周辺環境と合わ

せて整備していくための方策が整えられてきてお

り、それを実現するための自由度ある財源も整

理・検討されている＜手法的相違⑦＞。 

Ⅳ．日仏の地区詳細計画の相違と日本への示唆 

 連載を通して検討してきたフランスの地区詳細

計画の意義と実態を日仏の地区詳細計画の相違と

いう観点から分類すると、前章Ⅲ.の＜構造的相違

①〜⑧＞、＜動向的相違①〜⑥＞、＜手法的相違

①〜⑧＞、＜運用的相違①〜④＞に示す 4つの相

違の局面に整理できる。 

 これらの 4つの局面に見られるフランスの地区

詳細計画の実態は、日本の地区計画ないし都市計

画制度の課題に対して、全てが参考になるとはい

えないが、多くの示唆を含むものであると考える。

なかでも、＜手法的相違＞や＜運用的相違＞で示

したフランスの取り組みは、今日の都市計画制度

を維持しつつ改善するという観点から参考になる

ものも少なくないだろう。しかしながら、社会情

勢の変化を踏まえて都市計画を転換させる動向を

示す＜動向的相違＞と、1世紀という歴史のなか

で培われてきたフランスの都市計画や地区計画の

意義を示す＜構造的相違＞は、日本の都市計画の

構造的問題を把握し、発展的な展開に導くために、

より重要な示唆を与えてくれると考える。 

 その意味では、さらに都市計画による統制の意

義を社会情勢の変化に照らして検討する必要があ

り、この点については、今後の研究課題としたい。

以上の拙稿が日本の都市計画を検討する一助にな

れば幸いである。 
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